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は じ め に 

 

 

我が国では、令和７年（２０２５年）には団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者となり、

その後も高齢者人口は増加を続け、さらには、令和２２年（２０４０年）頃には団塊ジュニ

ア世代が前期高齢者となるなど高齢者数がピークを迎え、現役世代が一段と減少し、人口構

造の大きな変化により、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加すると見込まれていま

す。 

このような中、国においては、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするた

め医療・介護・介護予防・住まい・生活支援を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」

の推進のため制度改正が重ねられてきました。 

 本市においても、ひとり暮らし高齢者をはじめ要介護認定者や認知症高齢者は、今後増加

することが見込まれるところであり、介護が必要になっても住み慣れた地域で、人と人、人

と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合い支えあう共生社会の実現

に向け、「地域包括ケアシステム」のさらなる推進が求められます。 

一方で、高齢者のライフスタイルや生活意識、ニーズ等がさらに多様化していくことが予

測され、高齢期を迎えても、豊富な経験や知識、特技等を社会に活かすことができる環境づ

くりとともに、互いに助け合い支えあう、共生の地域づくりを推進していく必要があります。 

 このような観点のもと、この第８期計画では高齢者の地域での生活を支える「地域包括ケ

アシステム」のさらなる推進や地域づくり等の一体的な取組を重点に、第７期計画の基本理

念を継承し、基本理念を「いきいき、安心、支えあい、共に暮らせる共生社会の実現」と定

め、①健康でいきいき暮らし続ける環境づくり、②支援ニーズに対応した地域包括ケア体制

の推進、③地域での安心した暮らしを支える体制づくりを基本目標に掲げ、様々な課題に適

切に対応するため、行政だけでなく、医療機関、介護サービス事業者、地域、事業所、市民

が連携し、地域包括ケア体制の推進を図っていくこととしております。 

 結びに、本計画の策定にあたりまして、貴重なご意見などをいただきました砺波市福祉計

画策定委員の皆様をはじめ、関係各位に心から感謝申し上げますとともに、今後とも高齢者

福祉の推進に一層のご支援、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

令和３年３月 

                        砺波市長  夏  野   修 
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第第１１章章  計計画画のの趣趣旨旨等等  

 
１１  計計画画のの趣趣旨旨  

 高齢化の一層の進展を背景に、介護保険サービスの利用者が増加し、さらに、医療ニ

ーズの高い高齢者や重度の要介護者の増加、ひとり暮らし・高齢者のみの世帯の増加も

見込まれます。その中で、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるように、①医療、②介護、③介護予防、④住まい、

⑤生活支援を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」を推進するとともに、すべて

の人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」

の実現を目指すことが重要となっています。 

 わが国の高齢者人口は、「団塊の世代」が高齢者（65歳以上）入りした平成 27（2015）

年現在では 3,347 万人でしたが、今後、「団塊の世代」が後期高齢者（75 歳以上）とな

る令和 7（2025）年には 3,677 万人、高齢化率は 30.0％に達すると見込まれています。

その後も高齢者人口は増加を続け、令和 22（2040）年頃には現役世代が減少する中、団

塊ジュニア世代が前期高齢者となり高齢者数がピークを迎えると推計されています。 

 急速な高齢化の進展に伴い、生活習慣病やこれに起因する寝たきりや認知症等の要介

護状態になる高齢者の増加が深刻な社会問題となっています。 

 また、本市における高齢者人口は、令和 2年 3月末現在で 14,348 人であり、高齢化率

は 29.7％となっています。 

 このような超高齢社会を迎えて、介護を社会全体で支え合う制度として平成 12年度か

ら介護保険制度がスタートしました。本市の介護保険事業は、本市を含む３市で構成す

る「砺波地方介護保険組合」によって実施されています。本市の介護保険の要支援・要

介護認定者数は、令和 2 年 3 月末現在で 2,611 人と、高齢者の約 5.5 人に 1 人が介護認

定を受けています。 

 また、令和 2 年には、新型コロナウイルス感染症が全国的に広がり、社会活動・経済

活動が制限され、高齢者に対する保健・福祉サービスにおいても、感染予防対策を行う

ことが求められています。 

 「砺波市高齢者保健福祉計画」は、要支援・要介護認定者を含む地域のすべての高齢

者に対する保健・福祉サービスの向上と充実を目指すために策定するもので、砺波地方

介護保険組合が策定する「砺波地方介護保険事業計画」との整合を図りながら、3 年ご

とに社会や高齢者の状況の変化などを踏まえて見直しを行うこととしています。 
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２２  計計画画概概要要 

 「砺波市高齢者保健福祉計画」は、老人福祉法第２０条の８に基づき、長寿社会にふ

さわしい高齢者保健福祉の構築という重要な課題に対して、本市が目指すべき基本的な

政策目標を定め、その実現に向かって取り組むべき施策を明らかにすることを主な趣旨

とするもので、全ての高齢者を対象とした保健福祉全般に関する計画です。 
 また、本計画と一体となって見直しが行われる介護保険事業計画との関係では、第６

期以後は、団塊の世代が 75 歳以上となる令和７（2025）年を見据え、「地域包括ケアシ

ステム」の深化・推進を目指すものですが、第８期では、自立支援、介護予防・重度化

防止などへの取組を重点に、地域包括ケアシステムをさらに推進していくための計画と

します。 

（（１１））計計画画のの位位置置づづけけ（（他他のの計計画画ととのの関関連連））  

 本計画は、本市の「第２次砺波市総合計画」に基づいた個別計画とし、総合計画との

整合性を図るとともに、砺波地方介護保険組合が策定する「第８期砺波地方介護保険事

業計画」等関連する計画との整合を図りながら、３年ごとに社会や高齢者の状況の変化

などを踏まえて策定するものです。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第第２２次次砺砺波波市市総総合合計計画画  

22001177～～22002266 年年度度（（平平成成 2299～～令令和和 88年年度度）） 

第第３３次次砺砺波波市市地地域域福福祉祉計計画画  

22002211～～22002255 年年度度（（令令和和 33～～77 年年度度）） 

第第３３次次砺砺波波市市地地域域福福祉祉活活動動計計画画  

22002211～～22002255 年年度度  

（（令令和和 33～～77 年年度度）） 

  

第第８８期期砺砺波波市市高高齢齢者者保保健健福福祉祉計計画画  

22002211～～22002233 年年度度（（令令和和 33～～55 年年度度））  

  

高高齢齢者者保保健健福福祉祉のの充充実実 

第第８８期期砺砺波波地地方方介介護護保保険険事事業業計計画画  

22002211～～22002233 年年度度((令令和和 33～～55 年年度度))  

介介護護保保険険事事業業のの円円滑滑なな推推進進 

障障ががいい者者福福祉祉計計画画  

（（第第 33 次次））  

22002211～～22002266 年年度度  

（（令令和和 33～～88 年年度度）） 
障障ががいい福福祉祉計計画画  

障障ががいい児児福福祉祉計計画画 

子子どどもも・・子子育育てて  

支支援援事事業業計計画画  

（（第第 22 期期））  

22002200～～22002244 年年度度  

（（令令和和 22～～66 年年度度）） 

自自殺殺対対策策計計画画  

  

22001199～～22002233 年年度度  

（（令令和和元元～～55 年年度度）） 

健健康康ププラランン２２１１  

（（第第 22次次））  

22001133～～22002222 年年度度  

（（平平成成 2255～～ 
令令和和 44 年年度度）） 
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（（２２））計計画画期期間間（（令令和和 33 年年度度～～令令和和 55 年年度度））  

 第８期の計画期間は、令和３年度～令和５年度までの３年間です。 

 なお、本計画は団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者となる令和 7（2025）年に向け、

さらには団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年を見据えた計画とする

ものです。 
  

＜＜令令和和 2222（（22004400))年年ままででのの見見通通しし＞＞  

                               
 
                    
第６期    第７期    第第８８期期      第９期          第 14期 
計  画       計  画        計計  画画         計  画   ・・・     計  画 

 
H27～29   H30～R2   ＲＲ3～5      ＲＲ6～8         ＲＲ20～22 
 
▲                     ▲             ▲ 
H27(2015)年                   ＲＲ7(2025)年            R22(2040)年 

団塊世代が 65歳に                       団塊世代が 75歳に   団塊ジュニア世代が 65歳に 

  

  

（（３３））策策定定体体制制（（関関係係部部局局ととのの連連携携、、県県ととのの連連携携、、住住民民意意見見のの反反映映））  

 第８期計画の策定体制として、関係部局・課の代表からなる幹事会を開催し、情報収

集や意見交換を行うとともに、計画素案を作成した上で、市内関係団体や学識経験者等

で構成する「砺波市福祉計画策定委員会」で協議し策定しました。 
 また、県との意見交換等を通じ、計画策定に向け連携を図りました。 

一方、計画の策定に際し、住民意見の反映として、砺波地方介護保険組合と連携し「介

護予防・日常生活圏域ニーズ調査」や「在宅介護実態調査」を実施することにより、高

齢者の生活の状況や健康状態の把握・分析等に努めました。 
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３３  介介護護保保険険制制度度改改正正のの概概要要((国国のの基基本本方方針針））  

 国において、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指

針」が公布され、いわゆる団塊の世代が 75歳以上となる令和７（2025）年、さらには団

塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年を見据えた介護サービス基盤、人

的基盤の整備に向け、第８期計画において具体的な取組内容やその目標を計画に位置付

けることとされています。 
 
 国の基本指針による第８期計画において記載する事項 

 （１）2025・2040 年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 

 （２）地域共生社会の実現 

 （３）介護予防・健康づくり施策の充実・推進 

 （４）有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に係る都道府県・市町村間の情

報連携の強化 

 （５）認知症施策の推進 

 （６）地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

 （７）災害や感染症対策に係る体制整備 

 

          また、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が公布さ

れ、この改正法にも基づきながら、第８期計画の策定やサービスの整備等を図っていき

ます。 

     （１）地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体

制の構築の支援 
     （２）地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 
     （３）医療・介護のデータ基盤の整備の推進 
     （４）介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 
     （５）社会福祉連携推進法人制度の創設 

 
 
 

第 1章　計画の趣旨等

― 4 ―



第第２２章章  高高齢齢者者をを取取りり巻巻くく現現状状とと課課題題  

 

本市の高齢者人口は、「団塊の世代」が高齢者（65 歳以上）入りした平成 27（2015）年では 13,898

人でしたが、今後、「団塊の世代」が後期高齢者（75 歳以上）となる令和 7（2025）年には 15,192

人、高齢化率は 32.1％と市民の約 3.1 人に 1 人が高齢者になると見込んでいます。 

 

 

 

 

平成 27 年（2015 年）までは総務省「国勢調査」 

令和 2 年（2020 年）以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成 30 年推計）」の出生中位・死亡中位仮定

による推計結果 

（注）昭和 60 年（1985 年）～平成 27（2015 年）の総数は年齢不詳を含む。高齢化率の算出には分母から年齢不詳を除いている。 

 

 

 

 

 

平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年

（2015年） （2020年） （2025年） （2030年） （2035年） （2040年）
０～14歳 6,764 6,124 5,571 5,168 4,806 4,592
15～64歳      a 28,338 27,291 26,596 25,621 24,260 22,065
65～74歳 6,828 7,142 5,912 5,453 5,868 6,876
75歳以上 7,070 7,812 9,280 9,933 9,877 9,729
65歳以上（計）b 13,898 14,954 15,192 15,386 15,745 16,605
総数 49,000 48,369 47,359 46,175 44,811 43,262
15～64歳割合 57.8 56.4 56.2 55.5 54.1 51.0 
高齢化率 28.4 30.9 32.1 33.3 35.1 38.4 

（単位：人、％）

年 次
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１１  高高齢齢者者等等のの現現状状 

（（１１））人人口口・・高高齢齢化化率率のの推推移移  

 本市の人口は、近年わずかながら減少傾向で、令和 2 年 3 月末は 48,244 人となっています。一

方、高齢化率は年々上昇し、令和 2 年 3 月末には 29.7％となっています。 

 

資料：住民基本台帳（住民基本台帳法改正により平成 27 年から外国人を含む。各年 3 月末現在） 

 

（（２２））世世帯帯数数・・１１世世帯帯当当たたりりのの人人員員のの推推移移 

 本市の世帯数は増加傾向にあり、１世帯当たりの人員は令和 2 年 3 月末で 2.94 人と年々減少し

ています。 

 
資料：住民基本台帳（住民基本台帳法改正により平成 27 年から外国人を含む。各年 3 月末現在） 
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15,120 15,545

16,202

16,481
16,698 16,739

16,970
17,135

3.26 

3.17 

3.04 

2.99 
2.94 

2.91 
2.86 

2.82 

2.50

2.70

2.90

3.10

3.30

3.50

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

平成21年 平成24年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年

（人）

世帯数 1世帯当たり人員数

（世帯）

１１  高高齢齢者者等等のの現現状状 

（（１１））人人口口・・高高齢齢化化率率のの推推移移  

 本市の人口は、近年わずかながら減少傾向で、令和 2 年 3 月末は 48,244 人となっています。一

方、高齢化率は年々上昇し、令和 2 年 3 月末には 29.7％となっています。 

 

資料：住民基本台帳（住民基本台帳法改正により平成 27 年から外国人を含む。各年 3 月末現在） 

 

（（２２））世世帯帯数数・・１１世世帯帯当当たたりりのの人人員員のの推推移移 

 本市の世帯数は増加傾向にあり、１世帯当たりの人員は令和 2 年 3 月末で 2.94 人と年々減少し

ています。 

 
資料：住民基本台帳（住民基本台帳法改正により平成 27 年から外国人を含む。各年 3 月末現在） 

11,686

12,181
13,474 13,770 13,962 14,145 14,287 14,348

30,316 30,002

29,027 28,809 28,598 28,173 28,017 27,876

7,334 7,120 6,791 6,693 6,513

6,341

6,205 6,020

49,336 49,303 49,292 49,272 49,073 48,659 48,509 48,244

23.7 

24.7 

27.3 
27.9 

28.4 

29.1 

29.5 
29.7 

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成21年 平成24年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年

15～64歳65歳以上 0～14歳 高齢化率

（人）

（％）

１１  高高齢齢者者等等のの現現状状 

（（１１））人人口口・・高高齢齢化化率率のの推推移移  

 本市の人口は、近年わずかながら減少傾向で、令和 2 年 3 月末は 48,244 人となっています。一

方、高齢化率は年々上昇し、令和 2 年 3 月末には 29.7％となっています。 

 

資料：住民基本台帳（住民基本台帳法改正により平成 27 年から外国人を含む。各年 3 月末現在） 

 

（（２２））世世帯帯数数・・１１世世帯帯当当たたりりのの人人員員のの推推移移 

 本市の世帯数は増加傾向にあり、１世帯当たりの人員は令和 2 年 3 月末で 2.94 人と年々減少し

ています。 

 
資料：住民基本台帳（住民基本台帳法改正により平成 27 年から外国人を含む。各年 3 月末現在） 

第 2章　高齢者を取り巻く現状と課題

― 6 ―



  

  

（（３３））高高齢齢者者ののみみ世世帯帯・・ひひととりり暮暮ららしし高高齢齢者者世世帯帯のの推推移移  

本市の高齢者のみ世帯は、令和 2年 3月末で 3,993 世帯、うち、ひとり暮らし高齢者世帯は 2,026

世帯となっています。平成 28 年 3 月末と比較した場合、高齢者のみ世帯は 1.16 倍、ひとり暮ら

し高齢者は 1.17 倍に増加しています。 

 

 

 
資料：市民課、社会福祉課（各年 3 月末現在） 

※ひとり暮らし高齢者世帯は高齢者のみ世帯の内数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年
3,415 3,577 3,743 3,873 3,993

ひとり暮らし高齢者世帯（世帯）a 1,736 1,806 1,883 1,945 2,026
13,770 13,962 14,145 14,287 14,348
12.6% 12.9% 13.3% 13.6% 14.1%

高齢者のみ世帯（世帯）

高齢者人口（人）b

ひとり暮らし高齢者世帯の割合 a/b
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世帯となっています。平成 28 年 3 月末と比較した場合、高齢者のみ世帯は 1.16 倍、ひとり暮ら

し高齢者は 1.17 倍に増加しています。 
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２２  要要介介護護認認定定率率のの推推移移  

本市では、要介護認定率は、平成 27 年 3 月末をピークに、ここ近年はほぼ横ばいで推移してい

ましたが、令和 2 年 3 月末には減少し、18.2％と約 5.5 人に 1 人が要介護認定を受けています。

そのうち、要支援1、要支援2及び要介護1の認定を受けている高齢者は1,034人で、全体の39.6％

を占めています。平成 27 年 3 月末での 896 人と比較すると、介護度の軽い認定者の割合が増加し

ています。 

 

資料：砺波地方介護保険組合（各年 3 月末現在）平成 18 年度制度改正により要支援→要支援１、要支援２ 

  

３３  認認知知症症高高齢齢者者数数のの推推移移  

本市の要介護認定者のうち、「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者の数は、ほぼ横

ばいで推移しています。 

 
資料：砺波地方介護保険組合（各年 3 月末現在） 
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４４  日日常常生生活活圏圏域域のの状状況況 

 

 地理的条件、人口、交通事情その他の社会条件、介護給付等対象サービスを提供するための施

設整備の状況、その他の条件を総合的に勘案して日常生活圏域を定めています。この日常生活圏

域において、地域密着型サービスの提供や、地域包括支援センターを拠点に高齢者の総合的な支

援を行います。 

 

（（１１））日日常常生生活活圏圏域域構構成成地地区区一一覧覧 

 

 

 

（（２２））日日常常生生活活圏圏域域別別高高齢齢者者のの状状況況・・介介護護分分布布状状況況  

令和 2 年 3 月末の本市の高齢者人口を日常生活圏域ごとに見ると、南部圏域で 3,931 人と最も

多くなっています。高齢化率は、庄東圏域が 40.0％と一番高く、次いで庄川圏域が 38.4％となっ

ており、市の高齢化率 29.7％を大きく上回っています。 

 また、要介護認定率は庄東圏域が最も高く、19.9％となっています。 

 

 
資料：住民基本台帳、砺波地方介護保険組合（令和 2 年 3 月末現在） 

※その他は住所地特例者等 

日常生活圏域名 構成地区名

南部圏域 出町、中野、五鹿屋、東野尻

東部圏域 庄下、油田、南般若、柳瀬、太田

北部圏域 鷹栖、若林、林、高波

庄東圏域 般若、東般若、栴檀野、栴檀山

庄川圏域 東山見、青島、雄神、種田

南部 東部 北部 庄東 庄川 ※その他 計

14,712 13,630 9,476 4,637 5,789 48,244

3,931 3,591 2,749 1,853 2,224 14,348

前期高齢者（人） 1,825 1,900 1,376 888 1,030 7,019

後期高齢者（人） 2,106 1,691 1,373 965 1,194 7,329

26.7% 26.3% 29.0% 40.0% 38.4% 29.7%

772 614 478 369 357 21 2,611

要支援1（人） 69 49 40 29 22 0 209

要支援2（人） 83 55 37 49 42 1 267

要介護1（人） 153 122 97 91 86 9 558

要介護2（人） 145 108 96 70 80 3 502

要介護3（人） 136 104 94 49 56 3 442

要介護4（人） 99 93 72 45 40 2 351

要介護5（人） 87 83 42 36 31 3 282

19.6% 17.1% 17.4% 19.9% 16.1% 18.2%

圏域人口（人）

高齢者人口（人）

高齢化率

要介護認定者数（人）

認定率
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（（３３））日日常常生生活活圏圏域域のの施施設設・・ササーービビスス事事業業者者

南部 東部 北部 庄東 庄川 計

居宅介護支援事業所 6 4 2 2 1 15

訪問介護 4 3 2 1 10

訪問入浴介護 1 1

訪問看護 3 1 2 6

訪問リハビリテーション 1 1 2

数 4 4 1 1 1 11

定員 121 148 35 25 50 379

数 1 1 1 1 4

定員 20 30 30 40 120

数 1 2 3

定員 20 47 67

1 2 1 1 1 6

福祉用具貸与・販売事業所 1 1 1 3

数 3 3 3 2 2 13

定員 54 45 54 36 36 225

数 1 1 1 1 1 5

定員 25 25 29 25 29 133

数 1 1 2

定員 10 8 18

数 5 3 1 1 2 12

定員 71 30 18 15 25 159

数 1 1 2

定員 80 100 180

数 1 1 2

定員 100 80 180

数 2 2

定員 86 86

数 1 1 2

定員 50 50 100

数 1 1 3 5

定員 32 14 95 141

数 2 2

定員 56 56
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認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護

施
設
サ
ー

ビ
ス

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設
（老人保健施設）

介護療養型医療施設
（療養型病床群等）

介護医療院

令和2年11月1日現在

サービスの種類

居
宅
サ
ー

ビ
ス

訪
問
系

通
所
系

通所介護

通所リハビリテーション

短
期
入
所
系

短期入所生活介護

短期入所療養介護

第 2章　高齢者を取り巻く現状と課題

― 10 ―



第第３３章章　　第第７７期期計計画画のの取取組組のの検検証証とと今今後後のの課課題題

基本目標 施　　策

ア 生活習慣病改善のための健康づくり

イ 健康診査やミニドックによる病気の早期発見の推進

ウ 歯科口腔の衛生の向上による健康づくりの推進

ア 高齢者の経験を活かした社会参加

イ 高齢者の活躍の場の創出

(2)地域包括支援センターの機能強化

ア 地域の医療・介護サービス資源の把握

イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議

ウ 切れ目のない在宅医療と介護の連携体制の推進

エ 在宅医療・介護サービスの情報共有の支援

オ 在宅医療に関する相談支援

カ 医療・介護関係者の研修

キ 地域住民への普及啓発

(4)認知症施策の推進 ア 「認知症初期集中支援チーム」の推進

イ 認知症地域支援推進員の配置

ウ 認知症ケアパスの普及

エ 認知症サポーター養成講座の開催

オ 認知症キャラバン・メイトの養成

カ 徘徊ＳＯＳ緊急ダイヤルシステムの拡大

キ 徘徊ＳＯＳ見守りの輪事業による見守り機能の充実

ク 認知症カフェ事業「ほっとなみカフェ」の拡大

(5)権利擁護の推進と高齢者虐待の防止

ア 地域活動参加へのきっかけづくり

イ 特色ある介護予防事業の展開

ア 生活支援サービスの充実

イ 地域よる要配慮者支援

ウ 外出しやすいまちづくり

エ 高齢者が互いに支えあう体制づくり

オ 家族介護の支援

ア いきいき百歳体操グループの育成

イ いきいき百歳体操グループの自立支援

ア 在宅サービスの充実

イ 地域密着型サービスの整備

ウ 介護職員の確保

エ 高齢者の住まいの場所の確保

(4)「在宅」、「施設」の
バランスのとれた介護
サービスの適正な配置

２
地域で安心
して暮らす
ための地域
包括ケア体
制の深化と
推進

３
地域での安
心した暮ら
しを支える
体制づくり

１１　　第第７７期期計計画画のの基基本本目目標標

取　　組　

(1)医療と介護サービスの切れ目のない在宅ケアの充実

(6)地域ケア会議の推進

(3)介護保険サービスと富山型デイサービスの更なる連携による地域共生社会づくり

　高齢化が進む中で、高齢者のライフスタイルや生活意識、ニーズ等がさらに多様化していくことが予測
されます。高齢期を迎えても、それぞれの方が、豊富な経験や知識、特技等を地域社会に活かすことがで
きる環境づくりとともに、互いに助けあい支えあう、参加と共生の地域づくりを推進していく必要があり
ます。

　そこで、第７期の計画では、「「いいききいいきき、、安安心心、、支支ええああいい、、共共にに暮暮ららせせるる共共生生社社会会のの実実現現」」
に向け取り組んできました。

１
健康でいき
いき暮らし
続ける環境
づくり

(1)健康寿命を延ばす若い
ときからの健康づくり

(2)高齢者の経験を活かし
た社会参加と活躍できる
地域づくり

(3）在宅医療と介護・福
祉の連携の推進

(7)介護予防事業による高
齢者の自立支援と重度化
防止の推進

(1)市民と行政の共生によ
る生活支援体制の構築

(2)いきいき百歳体操グ
ループの育成と自立支援

第 3章　第 7期計画の取組の検証と今後の課題
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ア

イ

ウ

項　　　目 平成26年 平成30年

健康寿命
男性78.83歳
女性81.14歳

男性78.03歳
女性81.17歳

平均寿命
男性81.59歳
女性86.49歳

男性80.69歳
女性86.11歳

項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

特定健康診査
受診率

61.1% 60.9% 61.0% 60.3% 63.0%

特定保健指導
実施率

62.5% 64.1% 61.3% 60.3% 63.0%

項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和4年度）

歯周疾患を有するもの
の割合（40歳)

50.6% 61.0% 49.3% 54.7% 25.0%

歯周疾患を有するもの
の割合（60歳)

57.3% 82.6% 70.9% 81.6% 45.0%

検
証
と
課
題

・

・

・

※　網掛けは第7期計画において数値目標として設定したもの

健康に無関心の人や健康に関心があるが実践に結びつかない人に向けて、健康づくり
に取り組むきっかけづくりの働きかけを工夫する。
がん検診を受けやすい検診体制を整備するとともに、市民のがんに対する意識向上を
図る。
歯周疾患検診の「定期検診の定着」を図ることが必要である。

・

・

・

・

砺波市健康プラン21（第2次）に基づき、ＫＤＢ（国保データベース）を活用しながら
「働く世代の生活習慣病の発症予防と重症化予防」、「社会生活を営むために必要な
機能の維持及び向上」、「健康を支え、守るための社会環境の整備」を推進した。
国民健康保険被保険者を対象に特定健康診査受診勧奨や特定保健指導利用勧奨を実施
し、受診率の維持に努めた。
がん検診において、複合検診や協会けんぽとの合同実施など、受診率の向上のため、
住民が受診しやすい体制を整えた。
平成28年度から「歯周疾患検診」の対象年齢に65歳を追加、平成30年度から30歳を追
加し、切れ目なく検診を受けられる体制とした。

平均寿命の増加分を上回る
健康寿命の増加

１－（１）健康寿命を延ばす若いときからの健康づくり

生活習慣病改善のための健康づくり

健康診査やミニドックによる病気の早期発見の推進

歯科口腔の衛生の向上による健康づくりの推進

目標（令和4年）

取

組
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ア 高齢者の経験を活かした社会参加

イ 高齢者の活躍の場の創設

項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

シニア元気あっぷ
ポイント登録者

118人 189人 208人 229人 190人

項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

老人クラブ連合会
会員数

12,675人 12,075人 11,804人 11,545人 11,800人

加入率 74.4% 70.9% 69.0% 67.4% -

項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

シルバー人材センター
会員数

543人 529人 505人 467人 592人

検
証
と
課
題

・

・

・

※　網掛けは第7期計画において数値目標として設定したもの

１-（２）高齢者の経験を活かした社会参加と活躍できる地域づくり

老人クラブでは、令和2年度について、新型コロナウイルスの影響により、各種行事が
中止を余儀なくされており、外出の機会が減少している。
定年年齢の引き上げや継続雇用の実施により、年金支給年齢までの雇用が確保される
など、高齢者の雇用環境が大きく変化しており、老人クラブ、シルバー人材センター
ともに会員数が減少している。
高齢者の増加に伴い、学習ニーズも多様化していることから、幅広い年齢層の応じて
きめ細かな学習機会を提供するよう努力する。また、多くの生涯学習に関する情報提
供を行うことにより、引き続き支援する。

・

・

・

元気な高齢者が支援を必要とする高齢者を支え、併せて活動の参加を通じて介護予防
を推進する「砺波市シニア元気あっぷポイント事業」を拡大した。
シルバー人材センターでは、高齢者世帯等からの軽易な業務を担うシルバー便利屋さ
ん、シルバー空き家サポーターなどに取り組んでいる。
高齢者の豊富な経験や知識を活かしながら、市民大学「市民の先生」の講師や、各地
区で高齢者学級を開設し、教養講座、スポーツ教室、三世代交流等、高齢者の活躍の
創出と異世代交流を図っている。

取

組
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相談件数 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

地域包括支援セン
ター・サブセンター
（内、街なか包括）

5,290件
(1,475件)

6,035件
(1,651件)

6,001件
(1,721件)

6,979件
(1,459件)

6,000件

やなぜ苑
在宅介護支援センター

991件 1,193件 1,270件 1,287件

砺波ふれあいの杜
在宅介護支援センター

296件 86件 179件 286件

ケアポート庄川
在宅介護支援センター

431件 558件 692件 467件

合計 7,008件 7,872件 8,142件 9,019件 8,000件

検
証
と
課
題

・
・

・

・

※　網掛けは第7期計画において数値目標として設定したもの

２-（１）医療と介護サービスの切れ目のない在宅ケアの充実

２-（２）地域包括支援センターの機能強化

ワンストップ型の総合相談体制を目指し、関係機関の一層の連携が求められる。
入退院支援に関わる医療・介護関係職種の連携を更に強化し、円滑な入退院支援を推
進する必要がある。
地域包括ケア推進に向け、要となる生活支援体制整備として、地域力によるサポート
体制の強化が必要である。
出前講座等で、地域包括ケアシステムについて周知をする。

2,000件

取

組

・

・

・

・

・

地域包括支援センターでは、サブセンターとして開設した「砺波総合病院地域包括支
援センター（街なか包括）」に保健師、社会福祉士を配置して、市立砺波総合病院の
地域医療連携室と連携しながら、医療と介護の切れ目ない支援を行い、安心して在宅
療養できるようにしている。
「街なか包括」から市立砺波総合病院の地域医療部会会議に参加をして切れ目ない医
療介護の連携を図っている。
医療、介護、地域の支援者などが協働して、高齢者の個人課題の解決に取り組んだ。
（地域ケア会議、個別ケース会議など）
国民健康保険と連携し、ＫＤＢ（国保データベースシステム）データを活用して、課
題を抱えている被保険者を把握し、訪問指導を実施している。
地域福祉コーディネーターを中心として、地域福祉推進協議会や自治振興会と連携強
化を図り高齢者の支援体制に努めている。

第 3章　第 7期計画の取組の検証と今後の課題
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ア 地域の医療・介護サービス資源の把握

イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議

ウ 切れ目のない在宅医療と介護の連携体制の推進

エ 在宅医療・介護サービスの情報共有の支援

オ 在宅医療に関する相談支援

カ 医療・介護関係者の研修

キ 地域住民への普及啓発

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

回数 3回 5回 5回 4回

延人数 228人 312人 314人 278人

回数 57回 54回 55回 59回

延人数 1,095人 1,020人 978人 1,110人

回数 80回 84回 103回 101回

延人数 605人 627人 747人 748人

回数 24回 6回 6回 20回

延人数 249人 214人 110人 783人

回数 5回 4回 7回 9回

延人数 275人 227人 210人 214人

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

回数 1回 1回 1回 1回

延人数 11人 11人 13人 10人

回数 1回 1回 1回 1回

延人数 81人 80人 80人 90人

・

・

・

砺波医師会、砺波厚生センター、市立砺波総合病院、地域包括支援センター、市社会福
祉協議会等からなる「在宅医療推進会議」を開催し、在宅医療介護連携の課題について
協議をしている。協議内容を基に、地域の課題を包括的に受け止める場として「まるご
と相談会」を福祉センター等で実施している。
砺波医師会と連携し、医療従事者・介護従事者等の多職種を対象とした研修会を開催す
ることにより、顔の見える関係が強化されている。
出前講座や地域住民が集まる会合の機会に在宅医療や介護サービスに関する冊子やパン
フレットを配布し、広く周知している。

サービス事業所連絡会

圏域ネットワーク会議
(地域包括支援センター集計）

地域密着型サービス事業所
運営推進会議

地区福祉推進協議会
(地域包括支援センター集計）

地域ケア会議（圏域）

地域から医療と福祉を
考える会

多職種連携推進研修

２-（３）在宅医療と介護・福祉の連携の推進

地域包括支援センターにおける地域ネットワークの構築について

項　　　目

在宅医療・介護連携について

項　　　目

取

組
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

回数 5回 5回 5回

延人数 110人 107人 157人

回数 5回 5回 5回

相談件数 4件 9件 4件

回数 2回 3回 3回 3回

延人数 146人 187人 180人 187人

検
証
と
課
題

・

・

・

ア 「認知症初期集中支援チーム」の設置

イ 認知症地域支援推進員の配置

ウ 認知症ケアパスの普及

エ 認知症サポーター養成講座の開催

オ 認知症キャラバン・メイトの養成

カ 徘徊ＳＯＳ緊急ダイヤルシステムの拡大

キ 徘徊ＳＯＳ見守りの輪事業による見守り機能の充実

ク 認知症カフェ事業「ほっとなみカフェ」の拡大

・

・

・

・

・

・

・

市内企業等において認知症サポーターが増加しており、認知症の人を地域で見守る体制
が拡充された。また、対象を小学生まで拡げ次世代への啓発にも取り組んだ。
サービス事業所職員を対象にキャラバン・メイト養成講座の受講を勧める等、認知症の
啓発に取り組んだ。
平成30年度から認知症高齢者等ＳＯＳ緊急ダイヤルシステム事業の周知、理解を深める
ことを目的にシステム動作確認のため配信訓練を実施している。
平成30年度から自治会、民生委員児童委員、警察、介護サービス事業所、在宅介護支援
センター等と協力連携して、「認知症高齢者等見守り訓練」を実施している。地区住民
が地域の問題として主体的に取り組めるよう役割分担をして実施した。
平成30年度には「認知症カフェ」が全ての日常生活圏域に設置され、関係者間で活動状
況を共有する情報交換会を実施した。
令和2年度から認知症高齢者やその家族が地域で安心して生活し、外出できるように「認
知症高齢者等おでかけあんしん損害保険事業」を開始した。
認知症高齢者等ＳＯＳ緊急ダイヤルシステム登録高齢者の拡充に向け、各種機関等で事
業の周知を図った。また、協力事業者に対しオレンジプレートや認定証を発行し、普及
啓発を図った。

項　　　目

入退院支援に関わる医療・介護関係職種の連携を更に強化し、円滑な入退院支援を推進
する必要がある。
在宅医療や介護の適切なサービスを利用しながら自宅で療養生活を送るという選択肢が
あること、受けられるサービス内容や利用方法等について啓発していく必要がある。
市民公開講座、老人クラブ、町内会等の会合を通じて、住民に在宅医療や介護について
の周知を継続する。パンフレット、リーフレット等の作成やホームページの活用による
普及啓発を継続して実施する。

２-（４）認知症施策の推進

在宅医療介護支援
巡回講座

まるごと相談会

在宅医療支援講座
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項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

認知症地域支援推進員 2人 3人 5人 7人 5人

認知症初期集中支援
チーム相談

90件 202件 181件 339件 100件

チーム立ち上げ 4件 1件 1件 2件 5件

認知症サポーター養成講
座受講者（累計）

5,849人 6,247人 6,973人 7,497人 7,000人

キャラバン・メイト養成
講座受講者（累計）

91人 98人 107人 110人 100人

項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

認知症高齢者等ＳＯＳ
緊急ダイヤルシステム

登録高齢者
37人 45人 49人 51人 85人

認知症高齢者等ＳＯＳ
緊急ダイヤルシステム

協力事業者
111事業所 119事業所 129事業所 142事業所 300事業所

見守り模擬訓練
実施地区

1地区 2地区 3地区

項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

認知症カフェ会場数 3会場 5会場 6会場 6会場 7会場

認知症カフェ参加者 285人 467人 564人 714人 650人

検
証
と
課
題

・

・

・

・

※　網掛けは第7期計画において数値目標として設定したもの

認知症地域支援推進員の活動内容を拡充して、相談窓口や訪問支援等の個別支援活動の
ほか、認知症初期集中支援チームやケアマネジャー等関係機関と連携し、支援体制の強
化を図る。
認知症高齢者等ＳＯＳ緊急ダイヤルシステムの配信だけではなく、普段から見守りを行
う体制づくりのため、認知症の理解と地域での見守りの重要性を更に周知していく必要
がある。
引き続き、認知症高齢者等ＳＯＳ緊急ダイヤルシステムの配信訓練を年1回実施する。
また、協力事業所に対して認知症サポーター要請講座やステップアップ講座の受講を勧
奨する。
認知症カフェについて、利用者の顔ぶれが固定化しやすい傾向にあるため、気軽に相談
できる場所として更なる周知が必要である。

取

組
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

16件 13件 24件 26件

2件 2件 3件 4件

3件 2件 2件 0件

10件 13件 16件 26件

120件 67件 38件 136件

検
証
と
課
題

・

・

・

高齢者虐待への対応

困難事例への対応

介護サービス事業所や医療機関、警察など関係機関だけでなく、地域住民に対しても
高齢者虐待についての周知・啓発が必要である。
必要な人が成年後見制度を利用できるために、制度の普及・啓発が必要であり、パン
フレット等で関係機関や市民に制度や相談窓口を周知を行う。
虐待ケースが複雑化しないうちに早期発見、早期対応できるためのネットワーク構築
が必要である。

取

組

・

・

・

・

高齢者虐待への対応件数は増加傾向にあり、特に警察からの通報が増加している。
ケアマネジャー、介護サービス事業所、医療機関、警察等と連携し、虐待の早期発
見、早期対応、虐待防止に取り組んでいる。
後見人等の報酬の負担をすることが困難な方でも成年後見制度を活用できるように、
費用を補助する「成年後見制度利用支援事業」を行っている。
令和元年度に呉西圏域連携事業の一環として、成年後見制度の利用促進のための地域
連携ネットワークの整備、運営の中核機関となる「呉西地区成年後見センター」を高
岡市社会福祉協議会に設置した。センターは呉西6市からの相談窓口となっている。セ
ンターでは、市民後見人の養成講座も行っており、令和元年度は市内７人が修了し
て、6人が市民後見人バンクに登録された。
年1回「高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク運営委員会」を開催して、虐待の現状
や支援について情報共有をし、高齢者虐待防止のための啓発やネットワーク構築につ
なげている。

２－（５）権利擁護の推進と高齢者虐待の防止

項　　　目

成年後見制度の相談件数

成年後見制度の市長申立

成年後見制度の申立支援

第 3章　第 7期計画の取組の検証と今後の課題
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平成30年度 令和元年度

回数 6回 11回

事例数 5件 19件

延人数 55人 102人

回数 4回 11回

回数 7回 9回

延人数 210人 214人

回数 1回 1回

延人数 13人 10人

検
証
と
課
題

・

・

・

２－（６）地域ケア会議の推進

項　　　目

個人レベル地域ケア個別会議

地区福祉推進協議会で類似する会議を開催していることもあり、市社会福祉協議会や
地区福祉推進協議会と連携して地域ケア会議の推進を行う必要がある。
地域ケア個別会議や圏域レベル地域ケア推進会議では、把握した通期課題の解決方法
の検討まで行い、市レベル地域ケア推進会議で課題解決のための具体的施策を提案で
きるようにする。
地域ケア会議を通じた地域包括ケアシステムの推進のための具体的施策の事業化に向
けて関係機関、さらに市民に対して地域ケア会議の目的や意義について周知を行い、
連携して取り組めるような体制づくりを行う。

自立支援型地域ケア個別会議
（ほっとなみずっと元気会議）

圏域レベル地域ケア推進会議
（ほっとなみ地域ネットワーク会議）

市レベル地域ケア推進会議
（地域から医療・福祉を考える会）

取

組

・
・

・

・

平成30年度から国の方針に沿って各会議の位置づけを見直した。
自立支援型地域ケア個別会議（ほっとなみずっと元気会議）は、医師やリハビリ専門
職等から助言を得て、ケース支援内容を検討、自立を目指す会議である。令和元年度
から市立砺波総合病院内に開設された「砺波地域リハビリテーション地域包括サポー
トセンター」と連携し、助言者として専門職が会議に参加するシステムを構築し、地
域住民が抱えているニーズや生活課題等を協議する地域懇談会を開催した。
圏域レベル地域ケア推進会議（ほっとなみ地域ネットワーク会議）は、平成30年度か
ら6圏域にて介護サービス事業所や民生委員児童委員などの地域の支援者が参加して地
域課題について解決方法を検討した。
市レベル地域ケア推進会議（地域から医療・福祉を考える会）は、個別会議、推進会
議で吸い上げた課題の解決方法を検討、事業化、施策化する会議であり、令和元年度
は「閉じこもり高齢者」の課題の解決策の一つとして、デマンドタクシーなど市内公
共交通の活用について意見交換した。

第 3章　第 7期計画の取組の検証と今後の課題

― 18 ― ― 19 ―



ア 地域活動参加へのきっかけづくり

イ 特色ある介護予防事業の展開

項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

ふれあい・いきいき
サロン設置数

143か所 149か所 149か所 141か所 165か所

項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

いきいき百歳体操ライ
ト（いっぷく体操）

参加者数
3,178人 3,426人 3,794人 2,730人 3,000人

いきいき元気教室
参加者数

445人 172人 404人 409人 350人

庄川健康プラザ利用者

項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

ウォーキングプール 19,293人 19,546人 18,734人 16,543人 19,500人

健康増進室 9,265人 8,312人 8,005人 8,280人 9,500人

機能訓練室 7,911人 8,343人 7,951人 7,663人 8,000人

合計 36,496人 36,201人 34,690人 32,486人 37,000人

項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

健康教育回数 334回 296回 290回 217回 370回

健康教育参加者 8,280人 6,191人 7,529人 5,786人 8,800人

検
証
と
課
題

・

・

・

※　網掛けは第7期計画において数値目標として設定したもの

２－（７）介護予防事業による高齢者の自立支援と重度化防止の推進

健康教室実施状況

「ふれあい・いきいきサロン」については、新たに設置されたサロンはあるものの、
担い手の高齢化等から休止せざるを得ないサロンもある。
庄川健康プラザでは、令和2年度において、新型コロナウイルス感染症予防対策とし
て、ウォーキングプール、健康増進室、機能訓練室の利用人数と利用時間の制限を
行っているため、利用人数の増加は見込めない。これからは、新規者の取り込み、施
設の管理と各教室内容の充実が課題である。
介護予防事業の充実を図り、各種教室や健康教室等の周知が必要である。

取

組

・

・

・

・

・

市社会福祉協議会において、高齢者など地域住民が仲間づくりや閉じこもり防止等の
ために活動する「ふれあい・いきいきサロン」の立ち上げを支援し、地域支えあいの
住民活動を促進した。
庄川健康プラザにおいて、「プラザ元気通帳」を配布して、運動習慣（おすすめ体
操）の定着を支援した。自由参加教室を増やし、利用者の体力や都合に合わせて運動
できる環境を整備し、運動の動機づけを実施した。
新型コロナウイルス感染症予防対策として、3つの密を避けるため、短時間で運動効果
が上がるように個々の利用者に合った運動指導(個別指導）の充実を図っている。
予防に関する正しい知識の普及啓発を図るため、低栄養予防、口腔機能向上等の健康
教育を実施した。
地域の各事業や公民館行事等に食生活改善推進員やヘルスボランティアが参加し、生
活習慣病予防や介護予防など健康意識向上の普及啓発を行っている。
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ア 生活支援サービスの充実

イ 地域による要配慮者支援

ウ 外出しやすいまちづくり

エ 高齢者が互いに支えあう体制づくり

オ 家族介護の支援

項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

ケアネットチーム数 243チーム 248チーム 217チーム 228チーム 255チーム

避難行動要支援者登録率 50.8% 53.7% 52.8% 48.1% 60.0%

項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

高齢者もちょっとねぎ
らい事業利用者

51人 40人 38人 34人 50人

項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

介護者もちょっと一息
事業利用者

23人 22人 17人 10人 15人

検
証
と
課
題

・

・

※　網掛けは第7期計画において数値目標として設定したもの

３－（１）市民と行政の共生による生活支援体制の構築

生活支援と社会参加が充実できるように地域の活動や通いの場での助け合い活動や見
守り活動を支援していくことが重要であり、市社会福祉協議会のケアネット事業の見
守り、生活支援活動との連携を強化していく。
交通安全対策として、関係部署と連携した広報活動を展開して、交通安全意識の高揚
を図ることが重要である。また、加齢による身体機能の低下を理解してもらい、自主
返納に繋げることが大切であり、「高齢者運転免許自主返納支援事業」を活用し、免
許を返納した高齢者が市営バスやデマンドタクシー等の交通機関を利用できるよう促
進を図る。

取

組

・

・

・

・

・

・

・

配食サービスや移動サービスなどの生活支援サービスを担う民間企業、ボランティア
等と連携を密にして、在宅生活が継続できるように支援している。
避難行動要支援者登録台帳を作成し、民生委員児童委員、市社会福祉協議会、自主防
災会、消防関係、警察と情報共有することで、災害時の安否確認や避難支援を円滑に
実施できる体制を図った。
高齢者の交通安全対策として、警察、交通安全協会と連携し、講習等を通じて広報、
啓発を行っている。
高齢者運転免許自主返納支援事業について、利用できるサービスを増やすなど支援内
容を見直した。
市営バスについて、効率的な運営を図りながら、より多くの方に利用していただける
ようにダイヤ改正を行った。
平成29年10月からデマンドタクシーを庄東、雄神地区を対象に運行しているほか、令
和2年10月からは、小牧、湯山、落シ、名ケ原地区で実証実験運行を開始した。
平成29年度から地域住民を対象に「ほっとなみ　まるごとケア　スキルアップ研修」
を実施して、住民同士が助け合う関係づくりの構築、地域ニーズの把握と担い手の掘
り起こしを行った。
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ア いきいき百歳体操グループの育成

イ いきいき百歳体操グループの自立支援

項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

いきいき百歳体操
グループ数

37グループ 68グループ 76グループ 86グループ 100グループ

登録者数 764人 1,364人 1,403人 1,576人 1,500人

項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

かみかみ百歳体操
グループ数

9グループ 44グループ 58グループ 66グループ 70グループ

登録者数 185人 878人 935人 1,278人 1,300人

項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
目標

（令和2年度）

いきいき百歳体操栄養
講座グループ数

1グループ 24グループ 46グループ 60グループ

登録者数 15人 350人 294人 350人

検
証
と
課
題

・

・

・

※　網掛けは第7期計画において数値目標として設定したもの

３－（２）いきいき百歳体操グループの育成と自立支援

現在行っている普及活動に加え、体操を行うことで得られる効果を周知する機会が必
要である。
継続して体操を実施している方にも、基本チェックリストなどを活用して健康状態の
把握を行い、適切な支援につなげる等継続が図られるよう支援していく。
フレイル予防のため「かみかみ百歳体操」「栄養講座」の案内を引き続き行ってい
く。

取

組

・

・

・

・

・

・

出前講座、ケーブルテレビ、広報やホームページ等を活用して、普及啓発活動を行
い、新規グループ立ち上げを支援してきた。
継続グループには、定期的に体操の講師派遣を行い、より効果的な体操に取り組める
ように指導を行った。また、体力測定を行い、自身の過去の結果と比較することで、
体操の効果を実感できる機会を設けた。
集いの場を活用して、運動だけではなく口腔機能の向上や栄養改善等の知識を普及し
て、広く介護予防に取り組むことができるよう支援した。
住民の主体性を尊重し、グループでの活動の継続に対する不安や悩みの相談などを通
じ、グループ活動の継続を支援した。
グループの自立支援について交流会を開催し、他のグループの活動を共有する機会を
つくり、グループの活動の発展を図った。
いきいき百歳体操に通うことが難しくなった方を対象に、いきいき元気教室へつなげ
る取組を実施した。
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３－（４）「在宅」、「施設」のバランスのとれた介護サービスの適正な配置

ア 在宅サービスの充実

イ 地域密着型サービスの整備

ウ 介護職員の確保

エ 高齢者の住まいの場所の確保

 第6期までの整備数 第7期計画数 第7期整備数

11 1 1

5 1 1

2 2 0

12 1 1

9 1 1

0 1 0

0 1 0

・

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

0人 0人 1人 0人

検
証
と
課
題

・

・
・

平成27年度から「砺波市介護職員初任者研修費助成金交付要綱」を定めて、介護職
員初任者研修受講料の一部を助成した。また、平成30年度からは助成金額を増額し
た。

項　　　目

助成金交付者数

介護職員が不足している状況が見られる中、高齢者は今後も増加すると見込まれて
おり、介護人材を確保する施策が必要である。
既存サービスと不足する介護人材等を総合的に判断した施設整備が必要である。
在宅生活を継続するための介護基盤が必要である。

・

・

平成30年4月から開始された高齢者と障がい児・者が同一の事業所でサービスを受け
やすくする「共生型サービス」は「介護保険の指定事務所」＋「障害福祉の指定共
生型事業所」という組み合わせで事業を行うことで、これまで基準該当事業所が算
定できなかった障害福祉の各種加算を算定できるようになった。
地域密着型サービス事業者を公募して、認知症対応型共同生活介護、地域密着型通
所介護を整備した。

居宅サービス

地域密着型
サービス

訪問リハビリ

認知症対応型共同生活介護

地域密着型通所介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

看護小規模多機能型居宅介護

３－（３）介護保険サービス富山型デイサービスの更なる連携による地域共生社会づくり

介護保険施設等の計画及び整備

種　　　　類

訪問介護

訪問看護取

組
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２２  第第７７期期計計画画のの介介護護保保険険利利用用者者とと給給付付費費のの実実績績  

（（１１））介介護護給給付付費費のの推推移移 

介護給付費の推移を見ると、平成 28 年 4 月から居宅サービスのうち定員 18 人以下の「通所介護（デ

イサービス）」が「地域密着型通所介護（地域密着デイサービス）」に移行されたことに伴い、居宅サ

ービスが減少し地域密着型サービスが増加しています。 

また、平成 28 年 4 月から要支援認定者の「介護予防訪問介護（ヘルパー訪問）」と「介護予防通所

介護（デイサービス）」が、居宅サービス（介護予防給付）から地域支援事業に移行したことも要因と

なり大きく居宅サービスは減少しています。 

次に、地域密着型サービスは、「認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）」を整

備したことにより利用者が増加し、住み慣れた地域での生活が可能となっています。 

介護老人福祉施設等の「施設サービス」は、ほぼ横ばいで推移しています。介護老人福祉施設（特

別養護老人ホーム）の新規入所者は、原則として要介護３以上の方が対象となる入所基準の変更や市

内において有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の整備が進んだことにより高齢者の住まい

の場所が確保され、これまでよりも待機者は減少しています。 

■介護給付費の体系別実績 

 

 

 

資料：砺波地方介護保険組合 ※居宅サービスには住宅改修や福祉用具等の償還払等は含まない。 

※平成 27 年度の居宅サービスの介護予防給付費には、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が含まれている。 

 

 

 

（単位：千円）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

居宅サービス 1,915,055 1,697,077 1,704,353 1,679,341 1,692,101

地域密着型サービス 614,246 804,148 876,053 847,543 859,996

施設サービス 1,628,298 1,627,271 1,567,824 1,567,162 1,615,217

計 4,157,599 4,128,496 4,148,230 4,094,046 4,167,314

1,915,055

614,246

1,628,298
1,697,077

804,148

1,627,271
1,704,353

876,053

1,567,824

1,679,341

847,543

1,567,162

1,692,101

859,996

1,615,217

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス

（
千
円
）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

第 3章　第 7期計画の取組の検証と今後の課題

― 24 ―



第 3章　第 7期計画の取組の検証と今後の課題

― 24 ― ― 25 ―



第 3章　第 7期計画の取組の検証と今後の課題

― 26 ―



第 3章　第 7期計画の取組の検証と今後の課題

― 26 ― ― 27 ―



第 3章　第 7期計画の取組の検証と今後の課題

― 28 ―



第 3章　第 7期計画の取組の検証と今後の課題

― 28 ― ― 29 ―



第第４４章章  高高齢齢者者ののニニーーズズ調調査査  

  
 第８期介護保険事業計画の策定にあたり、砺波地方介護保険組合では一般高齢者や要

介護認定者を対象に、その現状等を把握し基礎資料とすることを目的に「介護予防・日

常生活圏域ニーズ調査」及び「在宅介護実態調査」を実施しました。 
 この結果に基づき、砺波地方介護保険組合が策定する介護保険事業計画や本市が策定

する第８期計画の各種サービス展開に反映させるものです。  

  

１１  介介護護予予防防・・日日常常生生活活圏圏域域ニニーーズズ調調査査  

  

■調査内容 
項 目 内           容 

対 象 者 
圏域内の 65歳以上の被保険者（第１号保険者の約 2割） 

・要支援認定者（支援 1～2） 3％ ・非認定者 97％ 

※要介護認定者については、在宅介護実態調査にて実施 
調査方法 郵送によるアンケート 

調査件数 
砺波地方介護保険組合全体では 8,400 件（第１号保険者の約 2 割）が対象

本本計計画画でではは、、ここののううちち砺砺波波市市分分のの 22,,773366 人人がが対対象象  

調査項目 
厚生労働省が示した「日常生活圏域ニーズ調査」に、砺波地方介護保険組

合が必要と判断した設問を加えたもの 
回 収 率 79.3％（回収数は 2,169 人） 
調査期間 令和 2年 6月 1日 ～ 令和 2年 7月 1日 

 
■調査回答者 

項   目 人数（人） 割合（％） 項   目 人数（人） 割合（％） 

性 
別 

男 性 952 43.9 

年 

 

齢 

 

別 

65 歳～69 歳 547 25.2 

女 性 1,217 56.1 70 歳～74 歳 623 28.7 

無回答 0 0 75 歳～79 歳 452 20.8 

計 2,169 100.0 80 歳～84 歳 300 13.8 

認 
定 
別 

一般高齢者 2,100 96.8 85 歳～89 歳 177 8.2 

要 支 援 者 69 3.2 90 歳以上 70 3.3 

無 回 答 0 0 無回答 0 0 

計 2,169 100.0 計 2,169 100.0 
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（（１１））ああななたたののごご家家族族やや生生活活状状況況ににつついいてて

配偶者
65歳
以上

配偶者
64歳
以下

220人 603人 45人 683人 575人 43人 2,169人

10.1％ 27.8％ 2.1％ 31.5％ 26.5％ 2.0％ 100.0％

設　　問

設　　問 脳卒中 心臓病 がん
呼吸器
の病気

関節の
病気

認知症
パーキ
ンソン

病
糖尿病

27人 18人 20人 11人 20人 14人 3人 31人

12.9％ 8.6％ 9.5％ 5.2％ 9.5％ 6.7％ 1.4％ 14.8％

腎疾患
視覚・
聴覚
障害

骨折・
転倒

脊椎
損傷

高齢に
よる
衰弱

その他 不明 無回答 計

3人 17人 29人 15人 60人 28人 1人 28人 325人

1.4％ 8.1％ 13.8％ 7.1％ 28.6％ 13.3％ 0.5％ 13.3％ －

設　　問 配偶者 息子 娘
子の

配偶者
孫

兄弟・
姉妹

介護
サービ
スのヘ
ルパー

その他 無回答 計

27人 11人 18人 5人 3人 3人 20人 13人 2人 102人

35.1％ 14.3％ 23.4％ 6.5％ 3.9％ 3.9％ 26.0％ 16.9％ 2.6％ －

設　　問
大変

苦しい
やや

苦しい
ふつう

やや
ゆとり
がある

大変
ゆとり
がある

無回答 計

88人 411人 1,415人 174人 23人 58人 2,169人

4.1％ 18.9％ 65.2％ 8.0％ 1.1％ 2.7％ 100.0％

設　　問
持家

（一戸
建て）

持家
（集合
住宅）

公営賃
貸住宅

民間賃
貸住宅
（一戸
建て）

民間賃
貸住宅
（集合
住宅）

借家
介護施
設・
ＧＨ

その他 無回答 計

2,044人 20人 18人 5人 13人 11人 1人 11人 46人 2,169人

94.2％ 1.0％ 0.9％ 0.2％ 0.6％ 0.5％ 0.0％ 0.5％ 2.1％ 100.0％

100.0％

【問２－１】
　介護･介助が必要になった
主な原因（複数回答）

【問２－２】
　主にどなたの介護･介助を
受けていますか（複数回答）

【問３】
　現在の暮らしの経済的状況

【問４】
　現在の居住形態

【問２】
　普段の生活でどなたかの介
護・介助が必要ですか

1,861人 133人 77人 98人 2,169人

85.8％ 6.1％ 3.6％ 4.5％

【問１】
　 家族構成

介護・介助は
必要ない

何らかの介護・介
助は必要だが、現
在は受けていない

現在、何らかの
介護を受けている

無回答 計

・家族構成では、「息子・娘との二世帯」が最も多く、家族を含めた介護予防の普及啓発が必要と考
えられます。
・介護、介助が必要になった主な原因は、「高齢による衰弱」が最も多く、次いで「糖尿病」、「骨
折・転倒」の順となっています。
・主な介護者は、配偶者が最も多く、一方で息子、娘、子の配偶者を合わせると44.2％と半数近くと
なっており、在宅介護を継続するための家族介護支援や介護離職にならないよう社会的支援が必要と
考えられます。
・現在の居住形態は持ち家が94.2％と最も多くなっています。また、これに家族構成の設問にある一
人暮らし及び夫婦二人暮らし世帯をあわせると40.0％となっており、将来的に空き家となることが想
定されることから、市民への空き家の発生を未然に防止する意識啓発が必要と考えられます。

一人
暮らし

夫婦二人暮らし
息子・
娘との
二世帯

その他 無回答 計
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（（２２））かかららだだをを動動かかすすここととににつついいてて

設　　問
できるし、
している

できるけど
していない

できない 無回答 計

1,316人 430人 362人 61人 2,169人

60.7％ 19.8％ 16.7％ 2.8％ 100.0％

1,696人 219人 196人 58人 2,169人

78.2％ 10.1％ 9.0％ 2.7％ 100.0％

1,494人 437人 186人 52人 2,169人

68.9％ 20.1％ 8.6％ 2.4％ 100.0％

設　　問
しばしば

ある
時々ある ない 無回答 計

1,088人 706人 315人 60人 2,169人

50.2％ 32.5％ 14.5％ 2.8％ 100.0％

設　　問 何度もある １度ある ない 無回答 計

195人 481人 1,446人 47人 2,169人

9.0％ 22.2％ 66.7％ 2.1％ 100.0％

設　　問
とても不安

である
やや不安で

ある
あまり不安

でない
不安でない 無回答 計

254人 845人 675人 349人 46人 2,169人

11.7％ 39.0％ 31.1％ 16.1％ 2.1％ 100.0％

設　　問
ほとんど外
出しない

週１回 週２～４回 週５回以上 無回答 計

126人 331人 915人 758人 39人 2,169人

5.8％ 15.3％ 42.2％ 34.9％ 1.8％ 100.0％

・「階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか」等、からだを動かすことについての３項
目において約60～80％の方が「できるし、している」と回答している一方で、約10～20％の方が
「できるけど、していない」と回答しており、介護予防事業への参加を促すきっかけづくりが必
要と考えられます。
・過去１年間に転んだ経験がある方が9.0％、また、転倒に対する不安を抱えている方は約半数あ
り、足腰の筋力を強化する介護予防事業への参加が必要と考えられます。転倒への不安から外出
が困難等、閉じこもり要因となると考えられ、地域での生活支援サービス等の拡充が必要と考え
られます。
・外出を控えている方は30.9％あり、その理由としては「足腰等の痛み」が最も多く、次いで、
「トイレの心配」となっています。足腰等の痛みを解消することは閉じこもりリスクの改善にも
つながると考えられ、骨粗しょう症等を予防する軽い運動や食事の改善が必要と考えられます。
・外出する際の移動手段は、自分で自動車を運転する方が72.5％と最も多く、今後、運転が困難
になった場合に移動手段の確保が必要となると考えられます。

【問５】
　階段を手すりや壁をつたわ
らずに昇っていますか

【問６】
　椅子に座った状態からつか
まらず立ち上がっていますか

【問７】
　15分位続けて歩いてますか

【問８】
　日頃心地良い汗をかく機会
はありますか

【問９】
　過去１年間に転んだ経験が
ありますか

【問１０】
　転倒に対する不安

【問１１】
　週に１回以上は外出してい
ますか
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設　　問
とても減っ

ている
減っている

あまり減っ
ていない

減って
いない

無回答 計

125人 594人 768人 648人 34人 2,169人

5.8％ 27.4％ 35.4％ 29.9％ 1.5％ 100.0％

設　　問 はい いいえ 無回答 計

670人 1,449人 50人 2,169人

30.9％ 66.8％ 2.3％ 100.0％

設　　問 病気
障害（脳卒
中の後遺症

等）

足腰等の
痛み

トイレの心
配（失禁

等）

耳の障害
（聞こえの
問題等）

目の障害

45人 13人 200人 79人 57人 23人

6.7％ 1.9％ 29.9％ 11.8％ 8.5％ 3.4％

外での楽し
みがない

経済的に出
られない

交通手段が
ない

その他 無回答 計

75人 41人 73人 277人 31人 914人

11.2％ 6.1％ 10.9％ 41.3％ 4.6％ －

設　　問 徒歩 自転車 バイク
自動車（自
分で運転）

自動車（人
に乗せても

らう）
電車 路線バス

671人 391人 33人 1,573人 442人 59人 66人

30.9％ 18.0％ 1.5％ 72.5％ 20.4％ 2.7％ 3.0％

病院や施設
のバス

車いす
電動車いす
（カート）

歩行器・シ
ルバーカー

タクシー その他 計

22人 5人 2人 32人 121人 28人 3,445人

1.0％ 0.2％ 0.1％ 1.5％ 5.6％ 1.3％ －

【問１３－１】
　外出を控えている理由
（複数回答）

【問１４】
　外出する際の移動手段
（複数回答）

【問１２】
　昨年と比べて外出の回数が
減っていますか

【問１３】
　外出を控えていますか

第 4章　高齢者のニーズ調査

― 32 ― ― 33 ―



（（３３））食食べべるるここととににつついいてて

設　　問 はい いいえ 無回答 計

716人 1,349人 104人 2,169人

33.0％ 62.2％ 4.8％ 100.0％

544人 1,505人 120人 2,169人

25.1％ 69.4％ 5.5％ 100.0％

566人 1,475人 128人 2,169人

26.1％ 68.0％ 5.9％ 100.0％

1,220人 833人 116人 2,169人

56.3％ 38.4％ 5.3％ 100.0％

設　　問

入れ歯を利
用

入れ歯の利
用なし

入れ歯を利
用

入れ歯の利
用なし

264人 521人 980人 283人 121人 2,169人

12.2％ 24.0％ 45.2％ 13.0％ 5.6％ 100.0％

設　　問 はい いいえ 無回答 計

1,985人 130人 54人 2,169人

91.5％ 6.0％ 2.5％ 100.0％

設　　問 はい いいえ 無回答 計

242人 1,889人 38人 2,169人

11.2％ 87.1％ 1.7％ 100.0％

設　　問 毎日ある
週に何度か

ある
月に何度か

ある
年に何度か

ある
ほとんどな

い
無回答 計

1,377人 115人 207人 270人 137人 63人 2,169人

63.5％ 5.3％ 9.5％ 12.5％ 6.3％ 2.9％ 100.0％

【問１６－１】
　毎日の入れ歯の手入れをし
ていますか

【問１７】
　６か月間で２～３㎏以上の
体重減少がありましたか

【問１８】
　どなたかと食事をともにす
る機会

・「半年前に比べて固いものが食べにくくなった、お茶や汁物等でむせることがあった」方は、そ
れぞれ33.0％、25.1％、「噛み合わせが悪い」方は38.4％になってます。噛み合わせが悪いと脳の
活性化も弱くなると考えられ、入れ歯の手入れや口腔機能の向上を目的とした介護予防の普及啓発
が重要と考えられます。

【問１５①】
　半年前に比べて固いものが
食べにくくなりましたか

【問１５②】
　お茶や汁物等でむせること
がありますか

【問１５③】
　口の渇きが気になりますか

【問１５④】
　噛み合わせはよいですか

自分の歯は20本以上 自分の歯は19本以下

無回答 計

【問１６】
　歯の数と入れ歯の利用状況
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（（４４））毎毎日日のの生生活活ににつついいてて

設　　問 はい いいえ 無回答 計

999人 1,070人 100人 2,169人

46.1％ 49.3％ 4.6％ 100.0％

1,832人 292人 45人 2,169人

84.4％ 13.5％ 2.1％ 100.0％

561人 1,552人 56人 2,169人

25.9％ 71.5％ 2.6％ 100.0％

1,887人 226人 56人 2,169人

87.0％ 10.4％ 2.6％ 100.0％

設　　問
できるし、
している

できるけど
していない

できない 無回答 計

1,619人 341人 166人 43人 2,169人

74.6％ 15.7％ 7.7％ 2.0％ 100.0％

1,767人 286人 89人 27人 2,169人

81.5％ 13.2％ 4.1％ 1.2％ 100.0％

1,422人 518人 197人 32人 2,169人

65.6％ 23.9％ 9.1％ 1.4％ 100.0％

1,781人 287人 73人 28人 2,169人

82.1％ 13.2％ 3.4％ 1.3％ 100.0％

1,829人 237人 78人 25人 2,169人

84.3％ 10.9％ 3.6％ 1.2％ 100.0％

設　　問 ある
思いつ
かない

無回答 計

1,553人 537人 79人 2,169人

71.6％ 24.8％ 3.6％ 100.0％

設　　問 ある
ある程度

ある
あまりない ない 無回答 計

1,164人 731人 204人 36人 34人 2,169人

53.7％ 33.6％ 9.4％ 1.7％ 1.6％ 100.0％

設　　問
できて
いる

ある程度
できる

あまり
できない

できて
いない

無回答 計

1,600人 447人 60人 22人 40人 2,169人

73.8％ 20.6％ 2.8％ 1.0％ 1.8％ 100.0％

884人 1,001人 186人 52人 46人 2,169人

40.8％ 46.2％ 8.5％ 2.4％ 2.1％ 100.0％

【問２６】
　家庭や地域に心地良い居
場所がありますか

【問２７】
　自分の意志による日常の
決定や行動ができますか

【問２８】
　困った事への対処ができ
ますか

【問２０】
　バスや電車を使って１人
で外出していますか

【問２１】
　自分で食品・日用品の買
物をしていますか

【問２２】
　自分で食事の用意をして
いますか

【問２３】
　自分で請求書の支払いを
していますか

【問２４】
　自分で預貯金の出し入れ
をしていますか

【問２５】
　趣味はありますか

・「物忘れが多いと感じている」方は46.1％、「今日が何月何日かわからなくなるときがある」方は25.9％と
なっています。脳の活性化を目的とした介護予防事業の充実が必要と考えられます。

【問１９①】
　物忘れが多いと感じます
か

【問１９②】
　自分で電話番号を調べ
て、電話をかけていますか

【問１９③】
　今日が何月何日かわから
ないときがありますか

【問１９④】
　年金等の書類が書けます
か
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設　　問 満足
まあまあ

満足
あまり満足

でない
満足してい

ない
無回答 計

436人 1,430人 213人 54人 36人 2,169人

20.1％ 65.9％ 9.8％ 2.5％ 1.7％ 100.0％

設　　問
受入れて

いる
まあまあ受
入れている

あまり受入
れない

受け入れ
てない

無回答 計

946人 1,043人 99人 30人 51人 2,169人

43.6％ 48.1％ 4.5％ 1.4％ 2.4％ 100.0％

設　　問 ある
思いつか

ない
無回答 計

1,390人 662人 117人 2,169人

64.1％ 30.5％ 5.4％ 100.0％

（（５５））地地域域ででのの活活動動ににつついいてて

設　　問
週４回
以上

週
２～３回

週１回
月

１～３回
年に数回

参加してい
ない

無回答 計

13人 25人 35人 135人 309人 1,296人 356人 2,169人

0.6％ 1.2％ 1.6％ 6.2％ 14.2％ 59.8％ 16.4％ 100.0％

69人 125人 105人 113人 157人 1,285人 315人 2,169人

3.2％ 5.8％ 4.8％ 5.2％ 7.2％ 59.2％ 14.6％ 100.0％

33人 96人 108人 266人 209人 1,146人 311人 2,169人

1.5％ 4.4％ 5.0％ 12.3％ 9.6％ 52.8％ 14.4％ 100.0％

7人 20人 27人 92人 132人 1,504人 387人 2,169人

0.3％ 0.9％ 1.2％ 4.2％ 6.2％ 69.3％ 17.9％ 100.0％

26人 45人 175人 134人 123人 1,380人 286人 2,169人

1.2％ 2.1％ 8.1％ 6.2％ 5.7％ 63.6％ 13.1％ 100.0％

9人 7人 20人 105人 683人 1,045人 300人 2,169人

0.4％ 0.3％ 0.9％ 4.8％ 31.5％ 48.3％ 13.8％ 100.0％

13人 11人 24人 178人 790人 835人 318人 2,169人

0.6％ 0.5％ 1.1％ 8.2％ 36.4％ 38.5％ 14.7％ 100.0％

416人 147人 41人 67人 104人 1,094人 300人 2,169人

19.2％ 6.8％ 1.9％ 3.1％ 4.8％ 50.4％ 13.8％ 100.0％

設　　問
是非参加し

たい
参加しても

よい
参加したく

ない
既に参加し

ている
無回答 計

124人 1,094人 699人 165人 87人 2,169人

5.7％ 50.5％ 32.2％ 7.6％ 4.0％ 100.0％

41人 711人 1,191人 129人 97人 4,438人

1.9％ 32.8％ 54.9％ 5.9％ 4.5％ 100.0％

【問３２⑥】
　老人クラブへの参加頻度

【問３２⑦】
　町内会・自治会・自治振
興会への参加頻度

【問３２⑧】
　収入のある仕事への参加
頻度

【問３３】
　地域での活動について、
参加者としての参加意向

【問３４】
　地域での活動について、
お世話役としての参加意向

・「ボランティアやスポーツ、介護予防のための通いの場等のグループ活動に参加していない」方は約60％と
なっており、地域活動に対し消極的になる傾向になっています。また、「地域での活動に参加したくない」方
が32.2％、「世話役をしたくない」方が54.9％であり、外出を促すきっかけづくりが必要と考えられます。

【問３２①】
　ボランティアのグループ
への参加頻度

【問３２②】
　スポーツ関係のグループ
やクラブへの参加頻度

【問３２③】
　趣味関係のグループへの
参加頻度

【問３２④】
　学習・教養サークルへの
参加頻度

【問３２⑤】
　介護予防のための通い場
の参加頻度

【問２９】
　自分の人生に満足してい
ますか

【問３０】
　現在の身体や環境状況を
受け入れることができてい
ますか

【問３１】
　生きがいはありますか
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（（６６））たたすすけけああいいににつついいてて

設　　問 配偶者
同居の
子ども

別居の
子ども

兄弟姉
妹・親
戚・

親・孫

近隣 友人 その他

そのよ
うな人
はいな

い

無回答 計

1,151人 501人 562人 565人 179人 621人 58人 87人 119人 3,843人

53.1％ 23.1％ 25.9％ 26.0％ 8.3％ 28.6％ 2.7％ 4.0％ 5.5％ －

1,015人 392人 479人 608人 232人 643人 87人 149人 163人 3,768人

46.8％ 18.1％ 22.1％ 28.0％ 10.7％ 29.6％ 4.0％ 6.9％ 7.5％ －

1,243人 705人 423人 219人 6人 28人 32人 91人 124人 2,871人

57.3％ 32.5％ 19.5％ 10.1％ 0.3％ 1.3％ 1.5％ 4.2％ 5.7％ －

1,275人 446人 267人 405人 21人 38人 48人 287人 189人 2,976人

58.8％ 20.6％ 12.3％ 18.7％ 1.0％ 1.8％ 2.2％ 13.2％ 8.7％ －

設　　問

町内
会・自
治会・
自治振
興会・
老人ク
ラブ

社会福
祉協議
会・民
生委員

ケアマ
ネ

ジャー

医師・
歯科医
師・看
護師

地域包
括支援
セン

ター・
市役所

その他

そのよ
うな人
はいな

い

無回答 計

294人 331人 148人 650人 354人 137人 663人 229人 2,806人

13.6％ 15.3％ 6.8％ 30.0％ 16.3％ 6.3％ 30.6％ 10.6％ －

設　　問 深い
まあま
あ深い

あまり
深くな

い

深くな
い

無回答 計

611人 1,158人 250人 50人 100人 2,169人

28.2％ 53.4％ 11.5％ 2.3％ 4.6％ 100.0％

設　　問
決めて
いる

まあま
あ決め
ている

あまり
決めて
いない

決めて
いない

無回答 計

150人 648人 955人 292人 124人 2,169人

6.9％ 29.9％ 44.0％ 13.5％ 5.7％ 100.0％

【問３６】
　何かあったときに相談する
相手（複数回答）

【問３７】
　家族や親せきと絆は深いと
思いましか

【問３８】
　自分の老後や死後の方針を
きめてますか

・心配事や愚痴を聞いてくれる人、病気で寝込んだときに世話をしてくれる人は半数以上が「配偶
者」となっています。また、何かあった時に相談する相手は、「医師・歯科医師・看護師」が
30.0％と最も多く、次いで「地域包括支援センター」となっています。一方で30.6％が「相談相手
がいない」と答えており、地域包括支援センターの機能強化や地域で相談ができる体制の充実が必
要と考えられます。

【問３５①】
　あなたの心配事や愚痴を聞
いてくれる人（複数回答）

【問３５②】
　あなたが心配事や愚痴を聞
いてあげる人（複数回答）

【問３５③】
　あなたが病気で寝込んだと
き、世話をしてくれる人（複
数回答）

【問３５④】
　看病や世話をしてあげる人
（複数回答）
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設　　問
知って
いる

まあま
あ知っ
ている

あまり
知らな

い

知らな
い

知らな
い

計

86人 267人 849人 845人 122人 2,169人

4.0％ 12.3％ 39.1％ 39.0％ 5.6％ 100.0％

設　　問
してい

る

まあま
あして
いる

あまり
してい
ない

してい
ない

無回答 計

886人 1,052人 119人 16人 96人 2,169人

40.9％ 48.5％ 5.5％ 0.7％ 4.4％ 100.0％

設　　問
毎日
ある

週に何
度か
ある

月に何
度か
ある

年に何
度か
ある

ほとん
どない

無回答 計

144人 567人 665人 464人 227人 102人 2,169人

6.6％ 26.1％ 30.7％ 21.4％ 10.5％ 4.7％ 100.0％

設　　問
近所・
同じ地
域の人

幼なじ
み

学生時
代の友

人

仕事で
の同

僚・元
同僚

趣味や
関心が
同じ友

人

ボラン
ティア
等の活
動での
友人

その他 いない 無回答 計

1,129人 257人 399人 737人 661人 133人 80人 146人 132人 3,674人

52.1％ 11.8％ 18.4％ 34.0％ 30.5％ 6.1％ 3.7％ 6.7％ 6.1％ －

【問４０】
　感謝の気持ちをもってくら
していますか

【問４１－１】
　友人・知人と会う頻度

【問４１－２】
　よく会う友人・知人はどん
な関係か（複数回答）

【問３９】
　ＡＣＰ(人生会議）を知っ
ていますか
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（（７７））健健康康ににつついいてて

設　　問 とてもよい まあよい
あまり

よくない
よくない 無回答 計

168人 1,497人 342人 65人 97人 2,169人

7.7％ 69.0％ 15.8％ 3.0％ 4.5％ 100.0％

設　　問 ０点 １点 ２点 ３点 ４点 ５点

3人 2人 8人 40人 47人 320人

0.1％ 0.1％ 0.4％ 1.8％ 2.2％ 14.8％

６点 ７点 ８点 ９点 10点 無回答 計

192人 355人 578人 204人 296人 124人 2,169人

8.9％ 16.4％ 26.6％ 9.4％ 13.6％ 5.7％ 100.0％

設　　問 はい いいえ 無回答 計

811人 1,246人 112人 2,169人

37.4％ 57.4％ 5.2％ 100.0％

設　　問 はい いいえ 無回答 計

482人 1,558人 129人 2,169人

22.2％ 71.8％ 6.0％ 100.0％

設　　問
ほぼ毎日

飲む
時々飲む

ほとんど
飲まない

もともと
飲まない

無回答 計

496人 345人 556人 686人 86人 2,169人

22.9％ 15.9％ 25.6％ 31.6％ 4.0％ 100.0％

設　　問
ほぼ毎日

吸っている
時々

吸っている
吸っていた
がやめた

もともと
吸って
いない

無回答 計

184人 26人 537人 1,310人 112人 2,169人

8.5％ 1.2％ 24.7％ 60.4％ 5.2％ 100.0％

【問４７】
　タバコは吸っていますか

・「この１か月間ゆううつな気持ちになった」方は37.4％、「心から楽しめない感じがあった」
方は22.2％となっており、メンタルヘルスの充実を目的とした介護予防事業の拡充が必要と考え
られます。
・現在治療中または後遺症のある病気で最も多かったのは43.6％で「高血圧」、次いで「糖尿
病、目の病気」となっています。まず、若い年齢からの健康づくりや生活習慣病の予防が第一で
すが、早期治療のための定期的な健康診断の受診を呼び掛けることが必要と考えられます。

【問４２】
　現在の健康状態

【問４３】
　幸福度

【問４４】
　この１か月間ゆううつな気
持ちになったことがあったか

【問４５】
　この１か月間、心から楽し
めない感じがあったか

【問４６】
　お酒は飲みますか
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設　　問 ない 高血圧 脳卒中 心臓病 糖尿病 高脂血症
呼吸器の

病気

317人 946人 71人 182人 356人 294人 90人

14.6％ 43.6％ 3.3％ 8.4％ 16.4％ 13.6％ 4.1％

胃腸・肝
臓・胆のう

の病気

腎臓・前立
腺の病気

筋骨格の
病気

外傷 がん
血液・免疫

の病気
うつ病

115人 120人 289人 78人 78人 32人 21人

5.3％ 5.5％ 13.3％ 3.6％ 3.6％ 1.5％ 1.0％

認知症
パーキンソ

ン病
目の病気 耳の病気 その他 無回答 計

14人 9人 324人 122人 199人 161人 3,818人

0.6％ 0.4％ 14.9％ 5.6％ 9.2％ 7.4％ －

（（８８））認認知知症症ににかかかかるる相相談談窓窓口口のの把把握握ににつついいてて

設　　問 はい いいえ 無回答 計

238人 1,797人 134人 2,169人

11.0％ 82.8％ 6.2％ 100.0％

設　　問 はい いいえ 無回答 計

631人 1,395人 143人 2,169人

29.1％ 64.3％ 6.6％ 100.0％

【問４８】
　現在治療中、または後遺症
のある病気（複数回答）

・認知症の相談窓口を知らない人が64.3％であり、地域包括支援センターの周知や地域での相談
ができる体制づくりの充実が必要であると考えられます。

【問４９】
　認知症の症状がある、家族
に認知症に人がいますか

【問５０】
　認知症の相談窓口を知って
いますか
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人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）

要支援１ 33 11.2 4 1.4

要支援２ 43 14.6 5 1.7

要介護１ 88 29.9 19 6.5

要介護２ 58 19.7 27 9.5

要介護３ 34 11.6 68 23.0

要介護４ 16 5.4 98 33.2

要介護５ 11 3.8 62 21.0

無回答 11 3.8 11 3.7

計 294 100.0 294 100.0

無回答

計

・介護を受ける頻度は、「ほぼ毎日」が75.2％と最も多く、介護者への支援が必要であると考
えられます。また、主な介護者は、子、子の配偶者を合わせると71.9％また、介護者の年齢は
60歳以上が62.2％と高く、高齢者が高齢者を介護する老々介護の割合が高くなっていると考え
られます。
・介護の内容については、「食事の準備」が75.2％と最も多く、次いで「金銭管理や各種手続
き」、「外出の付き添い・送迎」となっており介護保険サービス以外の生活支援体制の充実が
必要であると考えられます。
・今後の在宅生活の継続に必要と感じるサービスで最も多いのは、「見守り・声かけ」が
12.9％、次いで「外出同行」、「移送サービス」となっており、地域での見守り体制や生活支
援体制の拡充が必要であると考えられます。
・現在、特に必要な介護保険サービスは「通所介護(デイサービス）」となってます。
・介護者の勤め先の支援体制として望んでいることは、「介護休業・介護休暇等の制度の充
実」や「労働時間の柔軟な選択」が多く、事業主へ働きやすい職場環境の推進が図られるよう
呼びかけていくことが必要であると考えられます。
・介護者が不安に感じていることでは「認知症状への対応」が32.4％と最も多く、次いで「外
出の付き添い・送迎」となっています。介護者の不安を解消できるよう認知症施策の推進や移
動支援の拡充が必要であると考えられます。

対 象 者
令和元年11月30日現在における、砺波地方介護保険組合管内における
要支援・要介護認定の区分変更、更新申請者

調査件数
砺波地方介護保険組合全体では636件が対象
本本計計画画でではは、、ここののううちち砺砺波波市市分分のの229944人人がが対対象象

認
定
状
況

年
 
齢
 
別

70歳～74歳

75歳～79歳

80歳～85歳

85歳～89歳

90歳以上

■調査回答者

項　　　目 項　　　目

65歳未満

65歳～69歳

調査項目 厚生労働省が示した「在宅介護実態調査」を活用

回収率 100.0%

調査期間 令和元年12月9日　～　令和2年2月28日

２２　　在在宅宅介介護護実実態態調調査査

■調査内容

項　　目 内　　　　　　　　　　　容

調査方法 介護認定調査員による聞き取り
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設　　問

設　　問 ない
週に１日
より少な

い

週に１～
２日ある

週に３～
４日ある

ほぼ毎
日ある

無回答 計

16人 18人 32人 7人 221人 0人 294人

5.4% 6.1% 10.9% 2.4% 75.2% 0.0% 100.0%

設　　問 配偶者 子
子の配偶

者
孫

兄弟・
姉妹

その他 無回答 計

65人 122人 78人 5人 2人 6人 0人 278人

23.4% 43.9% 28.0% 1.8% 0.7% 2.2% 0.0% 100.0%

設　　問 男性 女性 無回答 計

86人 192人 0人 278人

30.9% 69.1% 0.0% 100.0%

設　　問
20歳
未満

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代

0人 1人 5人 17人 82人

0.0% 0.4% 1.8% 6.1% 29.5%

60歳代 70歳代
80歳
以上

わからな
い

無回答 計

97人 54人 22人 0人 0人 278人

34.9% 19.4% 7.9% 0.0% 0.0% 100.0%

設　　問
日中の排

泄
夜間の排

泄
食事の介

助
入浴・洗

身
身だし
なみ

衣服の
着脱

屋内の
移乗・
移動

外出の
付き添
い、送
迎等

服薬

86人 60人 29人 35人 55人 96人 67人 205人 150人

30.9% 21.6% 10.4% 12.6% 19.8% 34.5% 24.1% 73.7% 54.0%

認知症状
への対応

医療面で
の対応

食事の
準備

その他の
家事

金銭管
理や各
種手続

その他
わから
ない

無回答 計

96人 7人 209人 245人 214人 4人 0人 0人 1,558人

34.5% 2.5% 75.2% 88.1% 77.0% 1.4% 0.0% 0.0% －

設　　問

252人 2人 5人 278人

90.7% 0.7% 1.8% 100.0%

0.0% 0.0%

介護のために仕事を
辞めた家族・親族は

いない
わからない 無回答 計

主な介護者以外の
家族・親族が仕事

を辞めた

主な介護者が転
職した

主な介護者以外
の家族・親族が

転職した

【問７】
　ご家族やご親族の中で介護
を主な理由として、過去１年
の間に仕事を辞めた方がいる
か

17人 2人 0人 0人

6.1% 0.7%

【問２】
　ご家族やご親族の方からの
介護の頻度

【問３】
　主な介護者

【問４】
　主な介護者の方の性別

【問５】
　主な介護者の方の年齢

【問６】
　現在、主な介護者の方が
行っている介護等について
（複数回答）

主な介護者が仕事
を辞めた

294人

17.3% 15.4% 67.0% 0.3% 100.0%

単身世帯 夫婦のみ世帯 その他 無回答 計

【問１】
　世帯構成

51人 45人 197人 1人
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設　　問 配食 調理
掃除・
洗濯

買物
ゴミ
出し

外出
同行

21人 12人 14人 4人 13人 3人

7.1% 4.1% 4.8% 1.4% 4.4% 1.0%

移送サー
ビス

見守り
声かけ

定期的な
通いの場

その他
利用し
ていな

い
無回答 計

11人 12人 5人 19人 225人 3人 342人

3.7% 4.1% 1.7% 6.5% 76.5% 1.0% －

設　　問 配食 調理
掃除・洗

濯
買物

ゴミ
出し

外出
同行

22人 23人 18人 12人 15人 24人

7.5% 7.8% 6.1% 4.1% 5.1% 8.2%

移送サー
ビス

見守り
声かけ

サロン等
定期的な
通いの場

その他
特に
なし

無回答 計

32人 38人 13人 13人 191人 1人 402人

10.9% 12.9% 4.4% 4.4% 65.0% 0.3% －

設　　問

設　　問
脳血管疾

患
心疾患 がん

呼吸器疾
患

腎疾患
筋骨格
系疾患

膠原病
変形性
関節疾

患
認知症

61人 59人 33人 14人 4人 68人 9人 36人 89人

20.7% 20.1% 11.2% 4.8% 1.4% 23.1% 3.1% 12.2% 30.3%

パーキン
ソン病

難病 糖尿病
眼科・耳
鼻科疾患

その他 なし
わから
ない

無回答 計

10人 4人 61人 35人 98人 10人 2人 0人 593人

3.4% 1.4% 20.7% 11.9% 33.3% 3.4% 0.7% 0.0% －

設　　問

設　　問

17.3% 0.0% 100.0%

利用している 利用していない 無回答 計

【問１３】
　現在、介護保険サービスを
利用しているか

243人 51人 0人 294人

82.7%

【問１２】
　現在、訪問診療を利用して
いるか

38人 255人 1人 294人

13.0% 86.7% 0.3% 100.0%

1.7% 100.0%

【問１１】
　現在抱えている傷病（複数
回答）

利用している 利用していない 無回答 計

計

【問１０】
　施設等への入所・入居の検
討状況について

247人 30人 12人 5人 294人

84.0% 10.2% 4.1%

【問８】
　現在、利用している支援・
サービスについて（複数回
答）

【問９】
　今後の在宅生活の継続に必
要と感じる支援・サービス
（複数回答）

入所・入居は検討
していない

入所・入居を検討
している

すでに入所・入
居申し込みをし

ている
無回答
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設　　問

設　　問

設　　問

設　　問
フルタイ
ムで働い
ている

パートタ
イムで働
いている

働いてい
ない

わからな
い

無回答 計

102人 53人 104人 6人 13人 278人

36.7% 19.0% 37.4% 2.2% 4.7% 100.0%

1.6% 100.0%

【問１７】
　主な介護者の勤務形態

無回答 計

4人 243人

必要と思わない

【問１６】
　夜間の対応が必要と思う
サービス

18人 13人 12人 196人

7.4% 5.3% 4.9% 80.7%

8.6% 0.0% －

定時に巡回する訪
問介護

随時連絡すれば対
応する訪問介護

訪問看護

その他 無回答 計

21人 0人 359人

59人 2人 3人 4人

24.3% 0.8% 1.2% 1.6%

12.3% 2.9% 73.7%

短期入所(ショー
トステイ）

グループホーム(共
同生活施設）への

入所

特別養護老人
ホーム等への入

所
特にない

訪問介護(ホーム
ヘルプ）

訪問看護 訪問入浴介護
通所介護(デイ
サービス）

【問１５】
　現在、特に必要な介護保険
サービス（複数回答）

54人 30人 7人 179人

22.2%

11人 0人 58人

21.6% 0.0% －

0.0% 0.0% 5.9% 5.9%

その他 無回答 計

利用したいサービ
スが利用できな
い、身近にない

住宅改修、福祉
用具貸与・購入
のみを利用する

ため

サービスを受け
たいが手続きや
利用方法がわか

らない

0人 0人 3人 3人

【問１４】
　現在、介護保険サービスを
利用していない理由（複数回
答）

9人 28人 3人 1人

17.6% 54.9% 5.9% 2.0%

利用料を支払うの
 が難しい

サービスを利用す
るほどの状態では

ない

本人にサービス利
用の希望がない

家族が介護をす
るため必要ない

以前、利用して
いたサービスに
不満があった
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設　　問

設　　問

設　　問
続けてい

ける

何とか続
けて

いける

やや難し
い

かなり難
しい

無回答 計

45人 69人 15人 7人 11人 155人

29.0% 44.5% 9.7% 4.5% 7.1% 100.0%

設　　問
日中の
排泄

夜間の
排泄

食事の
介助

入浴・
洗身

身だし
なみ

衣服の
着脱

屋内の
移乗・
移動

外出の
付き添
い、送
迎等

服薬

52人 45人 13人 59人 6人 24人 57人 59人 41人

18.7% 16.2% 4.7% 21.2% 2.2% 8.6% 20.5% 21.2% 14.7%

認知症状
への対応

医療面で
の対応

食事の
準備

その他の
家事

金銭管
理や各
種手続

その他
特にな

い
わから
ない

無回答 計

90人 13人 46人 40人 39人 11人 16人 13人 13人 637人

32.4% 4.7% 16.5% 14.4% 14.0% 4.0% 5.8% 4.7% 4.7% －

【問２０】
　介護者は、働きながら介護
を続けていけそうか

8人

5.2%

【問２１】
　介護者が不安に感じる介護
等について（複数回答）

1.9% 23.9% 7.7% 4.5% －

主な介護者に確
認しないと、わ

からない

計

3人 37人 12人 7人 226人

5.8% 5.2% 7.1% 9.7%

その他 特にない
主な介護者に確
認しないと、わ

からない
無回答

仕事と介護の両立
に関する情報の提

供

介護に関する相
談窓口・相談担

当者の設置

介護をしている
従業員への経済

的な支援

9人 8人 11人 15人
【問１９】
　介護者は、勤め先からどの
ような支援があれば良いか
（複数回答）

19人 40人 32人 33人

12.3% 25.8% 20.6% 21.3%

働く場所の多様化
（在宅勤務・テレ

ワーク等）

11.0% 2.6% 1.3% －

自営業・フリーラ
ンス等のため勤め

先はない

介護休業・介護休
暇等の制度の充実

制度を利用しや
すい職場づくり

労働時間の
柔軟な選択

主な介護者に確認
しないと、わから

ない
無回答 計

17人 4人 2人 162人

【問１８】
　介護者は、働き方について
の調整等をしているか（複数
回答）

84人 39人 13人 3人

54.2% 25.2% 8.4% 1.9%

介護のために、前
項目以外の調整を
しながら、働いて

いる

特に行っていない

介護のために、
「労働時間を調

整」しながら、働
いている

介護のために、
「休暇」を取り
ながら、働いて

いる

介護のために、
「在宅勤務」を
利用しながら、

働いている
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第第５５章章  第第８８期期計計画画のの基基本本目目標標  
 

１１  基基本本理理念念  

 高齢化が進む中で、高齢者のライフスタイルや生活意識、ニーズ等がさらに多様化して

いくことが予測されます。高齢期を迎えても、それぞれの方が、豊富な経験や知識、特技

等を地域社会に活かすことができる環境づくりとともに、互いに助け合い支えあう、参加

と共生の地域づくりを推進していく必要があります。 

 そこで、第８期の計画では、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシステムのさ

らなる推進や地域づくり等との一体的な取組を重点に、第７期計画の基本理念を継承して

いくものとし、基本理念を次のとおりとします。 

 

  

  

  

２２  計計画画のの体体系系  

基本理念実現のために、次のとおり基本目標と施策を掲げます。 

 

   

基基本本目目標標  重重  点点  施施  策策  

【目標１】 

健康でいきいき

暮らし続ける環

境づくり 

（１）健康寿命を延ばす若いときからの健康づくり 

（２）高齢者の経験を活かした社会参加と活躍できる地域づくり 

【目標２】 

支援ニーズに対

応した地域包括

ケア体制の推進 

（１）地域包括支援センターの機能強化 

（２）介護との連携による在宅医療等の推進 

（３）認知症施策の総合的な推進 

（４）権利擁護の推進と高齢者虐待の防止 

（５）地域ケア会議の推進 

（６）高齢者の介護予防と健康づくりの一体化の推進 

【目標３】 

地域での安心し

た暮らしを支え

る体制づくり 

（１）市民と地域、行政の共生による生活支援体制の充実 

（２）いきいき百歳体操グループ等の介護予防活動の推進 

（３）包括的な相談支援体制等の構築による地域共生社会づくり 
（４）「在宅」、「施設」のバランスのとれた介護サービスの適正な

配置 
（５）災害や感染症対策に係る体制の整備 

いいききいいきき、、安安心心、、支支ええああいい、、共共にに暮暮ららせせるる共共生生社社会会のの実実現現  
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３３  計計画画実実現現にに向向けけててのの取取組組  

  

基基本本目目標標１１  健健康康ででいいききいいきき暮暮ららしし続続けけるる環環境境づづくくりり  

  

（（１１））健健康康寿寿命命をを延延ばばすす若若いいととききかかららのの健健康康づづくくりり  

生活習慣の改善や生活習慣病の予防に取り組むことにより、一人ひとりが自分にあった

健康づくりを行い、疾病を予防し、たとえ病気があっても重症化させない、合併症を発症

させないことに重点を置き、単に平均寿命の伸びを重視するだけでなく、介護を要しない

状態で生活できるよう取組を進めます。  

  

項  目 平成 26年 平成 30年 目標（令和４年） 

健康寿命 男性  78.83 歳 

女性  81.14 歳 

男性  78.03 歳 

女性  81.17 歳 
平均寿命の増加分を 

上回る健康寿命の増加 

平均寿命 男性  81.59 歳 
女性  86.49 歳 

男性  80.69 歳 
女性  86.11 歳 

  資料：砺波市健康プラン 21（第２次）  

アア  生生活活習習慣慣病病改改善善ののたためめのの健健康康づづくくりり  

介護予防とは、元気な人が介護の必要な状態にならないように、また介護の必要な状態

の人ができるだけ身体機能を維持・改善できるような取組をいいます。 

 いつまでも、元気で過ごすためには、高血圧や肥満、糖尿病予防などの生活習慣病予防

が介護予防と密接な関係があるため、若いときからの規則正しい食生活習慣を目指し、「野

菜を食べること」や「野菜から食べること」の効能に着目した「となベジプロジェクト」

の実践をはじめ、運動習慣の継続を推進します。 

 また、人とのコミュニケーションや行事に参加するなど、地域でのつながりを大切にし、

豊かな自然のもと、健康や癒しに効果のある散居景観、文化資源などを活用したウォーキ

ングやサイクリング、福祉センターや温泉施設等との連携による健康づくりについて啓発

します。 

 

項  目 令和元年度 目標(令和 5年度) 

健康教育の回数 217 回 230 回 

健康教育の参加者数 5,786 人 5,900 人 
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イイ  健健康康診診査査ややミミニニドドッッククにによよるる病病気気のの早早期期発発見見のの推推進進  

 健康診査、肝炎ウイルス検診、がん検診（胃・肺・乳房・子宮・大腸・前立腺）、歯周

疾患検診、ミニドックなどの受診を勧め、病気の早期発見と早期治療を図り、療養を必要

とする人には、医療機関と連携して適切な指導を行います。 

 また、データヘルス計画に基づく生活習慣病対策として、運動習慣づくり及び糖尿病の

発症・重症化予防等の効果的・効率的な保健事業を保険者と連携して推進します。 

 

項  目 令和元年度 目標(令和 5年度) 

特定健康診査受診率 60.3％ 65.0％ 

特定保健指導実施率 60.3％ 65.0％ 

   資料：令和元年度値は市民課 

 目標値は「砺波市国民健康保険第 2 期保健事業実施計画（データヘルス計画）」 

  

ウウ  歯歯科科口口腔腔のの衛衛生生のの向向上上にによよるる健健康康づづくくりりのの推推進進  

 いつまでもいきいきと暮らしていくためには、心身の衰えを予防することに加え、口腔

内の健康を維持し、充実した食生活を送ることが重要です。 

 また、よくかむことで脳の血流が増え、脳の働きが活発になり認知症予防にもつながる

ほか、体に活力があふれ、気持ちが元気になるなどよい影響を及ぼします。 

 高齢になってもおいしく、楽しく、食生活を送ることは介護予防の第一歩となるため、

生涯自分の歯で食べる楽しみを味わえるよう、若いときからの「８０２０運動」（80 歳

で 20 本以上自分の歯を保つ運動）を継続します。 

 また、砺波市歯科医師会などと連携して開設した「砺波市歯科口腔支援窓口」で相談支

援に努めます。 

 

  資料：砺波市健康プラン 21（第２次）  

※CPITN（地域歯周疾患指数）最大コード３及び４を進行した歯周疾患とする  

  

（（２２））高高齢齢者者のの経経験験をを活活かかししたた社社会会参参加加とと活活躍躍ででききるる地地域域づづくくりり  

 高齢者人口の増加と、高齢者を支える生産年齢人口の減少は深刻な問題となっており、

元気な高齢者が支援を必要とする高齢者を支え、自分ができることは積極的に参加するな

ど、高齢者同士が支えあうことが重要になっています。 

項  目 令和元年度 目標(令和 4年度) 

進行した歯周疾患を有するものの 

割合（40 歳） 
54.7％ 25.0％ 

進行した歯周疾患を有するものの 

割合（60 歳） 
81.6％ 45.0％ 
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 また、高齢者がこれまで培ってきた経験を活かし、各自が活躍できる分野で、役割を持

つことは介護予防にもつながります。  

  

アア  高高齢齢者者のの経経験験をを活活かかししたた社社会会参参加加  

高齢者が長年培った経験や知識・技術等を活用しながら、地域づくりの担い手として参

加できるような取組を支援するため、老人クラブの活性化を推進します。 

また、高齢者の働きの場としてのシルバー人材センター事業の支援を図るとともに、労

働意欲を持つ高齢者が、その意欲と能力に応じて働くことができる雇用環境の確保に努め

ます。 

  

イイ  高高齢齢者者のの活活躍躍のの場場のの創創出出  

 市民大学「市民の先生」は、健康太極拳や古典文学教室等、高齢者の豊かな知識や経験、

技能を活用し多くの方々が活躍されています。今後も、高齢者の知識を発揮できる放課後

子ども教室や、公民館活動の機会を増やし、高齢者の活躍の場の創出と異世代交流や伝統

文化の継承を図ります。 

 また、元気な高齢者が支援を必要とする高齢者を支えることで、高齢者の介護予防を推

進する「シニア元気あっぷポイント事業」の充実を図ります。 

 

  

  

基基本本目目標標２２  支支援援ニニーーズズにに対対応応ししたた地地域域包包括括ケケアア体体制制のの推推進進  

  

（（１１））地地域域包包括括支支援援セセンンタターーのの機機能能強強化化  

 地域包括ケア体制の構築には、まず医療と介護の連携が重要であり、砺波医療圏の中核

病院である市立砺波総合病院では、市域を越えた高度先進医療と急性期医療の機能を担っ

ています。従来のほぼ完治してから退院していた「病院完結型」から、地域の医療機関、

福祉施設などのサービス面まで捉える「地域完結型」へと大きく変化し、病院や病床機能

の役割分担、医療と介護の連携を図り、より効果的・効率的な医療サービスの提供が求め

られています。 

地域包括ケア体制の中心的役割を担う地域包括支援センターでは、サブセンターとして

開設した「市立砺波総合病院地域包括支援センター（街なか包括）」に、保健師、社会福

祉士を配置し、退院後の在宅生活や日常生活支援等総合的な相談支援の充実と、医療と介

護サービスの切れ目のない在宅ケアの充実を図ります。 

項  目 令和元年度 目標(令和 5年度) 

シニア元気あっぷポイント事業登録者数 229 人 240 人 
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高齢化の進行やライフスタイルの変化に伴い、高齢者に関する相談や困難事例が増加し

ており、地域包括支援センターや在宅介護支援センターによる、地域への訪問や実態把握

等を安定的・継続的に行っていくことが重要になっています。 

また、国民健康保険においても、ＫＤＢ（国保データベースシステム）データなどを活

用して、課題を抱える被保険者を把握し、リスクが高い者に係る情報を地域サービス関係

者と共有するなど地域の住民が暮らしやすい体制の構築を図ります。 

 

項  目 令和元年度 目標(令和 5年度) 

地域包括支援センター相談件数 
（うち、街なか包括） 

     6,979 件 

    （1,459 件） 

7,200 件 

(1,500 件) 

在宅介護支援センター相談件数 2,040 件 2,100 件 

      合  計  9,019 件 9,300 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【砺波市地域包括支援センター４つの柱】 

  ①総合相談支援 ②権利擁護 ③介護予防ケアマネジメント ④住みやすい地域づくり  
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（（２２））介介護護ととのの連連携携にによよるる在在宅宅医医療療等等のの推推進進  

 地域包括ケアシステムの推進に必要となる在宅医療や介護・福祉サービスの提供体制は、

高齢者の生活の場である日常生活圏域を踏まえた整備が望まれます。 

介護保険法の地域支援事業に位置づけられた「在宅医療・介護連携推進事業」を県や厚

生センターの支援のもと砺波医師会に委託し、在宅医療と介護・福祉サービスを一体的に

提供することで、高齢者やその家族の安心の確保を図ります。 

 

アア  地地域域のの医医療療・・介介護護ササーービビスス資資源源のの把把握握 

地域の医療機関、介護事業所を把握し、これまで把握している情報と合わせ、リストや

マップを作成し活用します。地域の医療・介護関係者が、照会先や協力依頼先に適切に連

絡できる体制づくりを推進します。 

 

イイ  切切れれ目目ののなないい在在宅宅医医療療とと介介護護のの連連携携体体制制のの推推進進  

 医療と介護が必要になっても､住み慣れた地域で可能な限り暮らし続けることができる

よう、地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と介護が一体的に

提供されるよう取組を充実します。 

地域の医療・介護関係者等が参画する「地域ケア会議」や「地域から医療と福祉を考え

る会」を開催し、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、対応策等の協議を行い

ます。医療・介護のネットワークづくり、医療・介護関係者や連携担当者等の顔の見える

関係づくりを推進します。 

 また、地域の医療・介護関係者の連携をさらに強化するため､市立砺波総合病院や砺波

医師会の協力のもと、「在宅医療支援講座」や多職種連携によるグループワーク等の研修

会を開催します。 

 

ウウ  在在宅宅医医療療・・介介護護ササーービビススのの情情報報共共有有のの支支援援                                

急性期から慢性期に至る医療機関の連携パスを地域まで延長した「地域連携クリティカ

ルパス」は、入院から在宅療養生活まで利用者の状態の変化に応じた情報を共有すること

ができるツールです。今後も医療・介護関係者が利用しやすいクリティカルパスを検討し、

定期的な周知や事業所内での利活用を促進します。 

 

エエ  在在宅宅医医療療にに関関すするる相相談談支支援援  

 在宅医療を支援する相談窓口として、市立砺波総合病院おあしす内設置の「市立砺波総

合病院地域包括支援センター（街なか包括）」や砺波医師会相談窓口のほか、市内各福祉

センターなどで行っている「在宅医療・介護・福祉まるごと相談会」の周知と内容の充実

を図ります。  
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オオ  地地域域住住民民へへのの普普及及啓啓発発  

 地域の在宅医療・介護連携を推進するには、医療・介護関係者間の連携だけでなく､市

民の理解を深め、必要なときに必要なサービスを適切に選択できることが大切です。在宅

医療や介護に関する講演会の開催、パンフレットの作成・配布により、市民の在宅医療・

介護の理解を促進します。 

 

（（３３））認認知知症症施施策策のの総総合合的的なな推推進進  

 国が令和元年６月にとりまとめた「認知症施策推進大綱」に基づき、認知症の発症を遅

らせ、認知症の人ができる限り地域のよりよい環境で自分らしく暮らし続けることができ

る社会を目指し、「共生」と「予防」を車の両輪としてさらに推進します。 

 また、どのように認知症の人を地域で支えていくかを地域住民に明示した上で、若年性

認知症対策も含め、早期からの適切な診断や対応、認知症の正しい知識と理解に基づき本

人やその家族への支援を包括的・継続的に実現する体制の推進を図ります。 

  

アア  「「認認知知症症初初期期集集中中支支援援チチーームム」」のの推推進進  

認知症初期集中支援チームとは、医療・介護の専門職が家族の相談等により認知症が疑

われる人やその家族を訪問し、必要な医療や介護の導入・調整や、家族支援などの初期の

支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行うチームです。認知症初期集中支

援チームを充実させることにより、早期の受診につなげるための啓発や、受診できる医療

機関、相談窓口の周知活動を進めます。 

 

項  目 令和元年度 目標(令和 5年度) 

認知症初期集中支援チーム相談件数 339 件 400 件 

チーム立ち上げ件数 2 件 5 件 

  

イイ  認認知知症症ケケアアパパススのの普普及及  

認知症ケアパスとは、認知症の人の状態に応じたサービス提供の流れを示したもので、

「認知症では」と心配に思った時や、認知症の診断を受けた時の相談場所、どのような制

度が利用できるかなど、認知症についての情報をひとまとめにしたものです。認知症ケア

パスを活用できるよう、市民や医療・介護関係者への普及啓発を図ります。 

 

ウウ  認認知知症症ササポポーータターー養養成成講講座座のの開開催催 

認知症サポーターとは、認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援

者のことです。サポーター養成の対象者を、一般市民、小学生、中学生、高校生、職域な

ど、さらに充実させます。 
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また、認知症カフェの協力など地域で活躍できるサポーターを養成するため、養成講座

修了者に対して、認知症サポーターステップアップ講座を今後も開催し、認知症サポータ

ーが活躍しやすい地域づくりを推進します。 

 

項  目 令和元年度 目標(令和 5年度) 

認知症サポーター養成講座受講者数 7,497 人 9,000 人 

  

エエ  認認知知症症キキャャララババンン・・メメイイトトのの養養成成  

 認知症キャラバン・メイトとは、認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成

講座」の講師役を務めていただく人です。認知症キャラバン・メイトを増やし、認知症サ

ポーターを育成できる人材の拡充を図ります。 

 

項  目 令和元年度 目標(令和 5年度) 

認知症キャラバン・メイト養成講座受講者数 110 人 125 人 

 

オオ  「「チチーームムオオレレンンジジ」」のの立立ちち上上げげ  

  国の新たな認知症対策として、認知症サポーターの見守り活動をさらに一歩前進させ、

地域で暮らす認知症の人や家族の支援ニーズと認知症サポーターを結び付けるための「チ

ームオレンジ」を立ち上げ、認知症サポーターの近隣チームによる認知症の人や家族に対

する生活面の早期からの支援等を行います。  

  

カカ  認認知知症症高高齢齢者者等等見見守守りり体体制制のの充充実実  

認知症高齢者等が行方不明になったときに、家族等が認知症高齢者等ＳＯＳ緊急ダイヤ

ルに通報すると、事前に登録していただいた協力事業者等に行方不明者の情報メールを配

信して捜索の協力を依頼し、発見・保護を図ります。 

認知症高齢者等ＳＯＳ緊急ダイヤルシステムの協力事業者に、より一層介護・福祉に対

して理解を持っていただくとともに、従業員の方々にも介護や認知症などの理解を深めて

いただくため情報を提供します。 

令和２年度から、認知症高齢者等ＳＯＳ緊急ダイヤルシステム事業に認知症高齢者等お

でかけあんしん損害保険事業を加えるなど事業内容を充実したところであり、今後とも、

協力事業者や地域の高齢者の登録を促し、利用の拡大を図ります。 

また、認知症の理解と地域での見守りの重要性を啓発するため、地域で認知症高齢者等

見守り模擬訓練を実施し、個人の見守り登録も推進します。  
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項  目 
現  状 

(令和 2年 11 月末日) 
目標(令和 5年度) 

認知症高齢者等ＳＯＳ緊急ダイヤル

システム登録高齢者数 

（認知症高齢者等おでかけあんしん

損害保険登録高齢者数含む。） 

40 人 60 人 

認知症高齢者等ＳＯＳ緊急ダイヤル

システム協力事業者数 
142 事業所 200 事業所 

 

キキ  認認知知症症カカフフェェ事事業業「「ほほっっととななみみカカフフェェ」」のの充充実実  

認知症の人や家族が、地域の中で悩みを相談したり、仲間同士で交流を図ったりするこ

とで、認知症を発症しても安心して生活できる地域づくりを目指します。 

認知症地域支援推進員を配置して、認知症の人ができる限り住み慣れた環境で暮らし続

けることができるよう、医療機関や介護サービス及び地域の支援機関と連携し、認知症の

人やその家族等への相談支援体制のさらなる充実を図ります。 

また、一般の方には、認知症予防講座等を開催し認知症施策の啓発を図り、身近な場所

に相談・交流の場があることなどを周知します。 

 

項  目 令和元年度 目標(令和 5年度) 

認知症カフェ延べ参加者数 714 人 800 人 

  

（（４４））権権利利擁擁護護のの推推進進とと高高齢齢者者虐虐待待のの防防止止  

 判断能力が低下した高齢者や障がい者等の権利が擁護されるよう、また、成年後見制度

を含めた幅広い支援や対応ができるよう、制度の周知や関係機関と連携し、適切な制度利

用につなげます。 

また、高齢者虐待は、増加傾向にあり、重篤な事態に至らないないよう、地域における

情報収集や共有を図り必要な支援につないでいく体制を充実させます。 

 

アア  日日常常生生活活自自立立支支援援事事業業（（福福祉祉ササーービビスス利利用用援援助助事事業業））のの推推進進 

日常生活上、福祉サービスの利用や金銭管理が不十分な高齢者・障がい者等に対して、

自立した生活ができるよう福祉サービスの利用支援、日常金銭管理等を行うもので、今後

とも事業の周知等に努めます。 

 

イイ  成成年年後後見見制制度度のの利利用用促促進進 

 成年後見制度の申立手続きを行う親族がいない等の場合には、市長が後見開始の審判等

の請求を行う、いわゆる「市長申立」の制度を利用できます。また、成年後見制度利用支

援事業によって、後見人等の報酬を負担することが困難な方でも制度を利用することがで

第 5章　第 8期計画の基本目標

― 54 ―



きるように支援します。 

 平成 31 年 4 月に、とやま呉西圏域連携事業の一環として、成年後見制度利用促進のた

めの地域連携ネットワークの整備・運営の中核機関となる「呉西地区成年後見センター」

が高岡市社会福祉協議会内に設置されました。 

このセンターでは、成年後見制度の利用に関する相談をはじめ、市民後見人の養成講座

も実施しており、今後も増加が見込まれる認知症高齢者等に対応するため 6 市が連携する

とともに、本市では、砺波市成年後見制度利用促進計画に基づき、成年後見制度の利用促

進に努めます。 

 

ウウ  高高齢齢者者虐虐待待防防止止ネネッットトワワーーククのの構構築築 

「砺波市高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク運営委員会」を開催し、高齢者虐待の

防止、虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び養護者に対する適切な支援について、

今後も関係機関と連携して高齢者虐待の実態把握や虐待防止のための啓発活動に努めま

す。  
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（（５５））地地域域ケケアア会会議議のの推推進進  

 地域ケア会議は、医療、介護、地域の支援者など多職種が協働して高齢者の個人課題の

解決を図るとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高

める機会となります。また、個別ケースの課題分析等を通じて地域課題を発見し、地域に

必要な社会資源開発や地域課題の解決方法を検討します。 

地域包括ケアシステムの推進に向けて次の会議を進め、多職種による連携を推進します。 

 ①ほっとなみずっと元気会議（自立支援型） 

②地域ケア個別会議（個人レベル） 

③ほっとなみ地域ネットワーク会議（圏域レベル） 

④地域から医療・福祉を考える会（市レベル） 

 

（（６６））高高齢齢者者のの介介護護予予防防とと健健康康づづくくりりのの一一体体化化のの推推進進  

介護が必要な状態にならないようにするには、高齢者自身が、自ら学習しスポーツを楽

しみながら体力づくりや健康づくりを行うことが重要です。特に団塊の世代を含めた元気

な高齢者を中心に活躍されることを支援するものですが、高齢者ニーズの多様化により、

地域活動に対し消極的な傾向があり、特色ある高齢者の活動の場や継続的な指導の提供が

求められます。 

後期高齢者も含めた高齢者のフレイル（虚弱）などの予防や疾病予防、糖尿病など重症
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化予防を一体的に実施できるよう、検診結果等の分析やリハビリテーション等医療専門職

の「通いの場」への関与により、「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素に働き

かけることで、介護予防・健康づくりの取組を推進します。 

 

項  目 令和元年度 目標(令和 5年度) 

リハビリテーション等医療専門職の

技術的助言     － 24 回 

 

アア  地地域域活活動動参参加加へへののききっっかかけけづづくくりり  

 子どもから高齢者まで幅広い年齢層が楽しめる庄川河川敷公園は、パットゴルフ、パー

クゴルフ場が整備され、高齢者の健康と交流の場として多くの方々が利用しています。ラ

イフステージに応じたスポーツを楽しみ、豊かな生活を実現できるよう支援します。 

 また、公園に併設した健康福祉施設「ゆずの郷 やまぶき」は、庄川清流温泉を楽しむ

こともでき、健康・福祉・交流拠点として今後も利用の促進を図ります。 

 砺波市社会福祉協議会において、高齢者など地域住民が、仲間づくりや閉じこもり防止

等のために活動する「ふれあい・いきいきサロン」の立ち上げを支援し、地域における支

えあいの住民活動を促進します。 

 

項  目 令和元年度 目標(令和 5年度) 

ふれあい・いきいきサロン設置数 141 か所 150 か所 

  

イイ  特特色色ああるる介介護護予予防防・・健健康康づづくくりりのの展展開開  

庄川健康プラザでは、加齢に伴う身体機能の低下を予防し、要介護状態にならないよう

に運動器の機能向上を中心とした介護予防事業等を実施しています。ウォーキングプール

を利用した水中運動をはじめ、健康増進室ではストレッチや筋力アップ体操、機能訓練室

ではトレーニングマシーンを利用した筋力トレーニングなどの運動教室を実施していま

す。     

また、個人の不都合さに合わせた個別運動指導を実施し、動きやすい体づくりの支援や

生活の記録としてプラザ元気通帳を活用しながら運動習慣の定着を推進するほか、自宅で

も気軽に取り組める運動として考案した「となみ元気体操」について、市広報紙や市ホー

ムページ、ケーブルテレビ等を通じてその普及啓発に努めます。 

生きがいセンター庄川高砂会館では、高齢者を対象にした陶芸教室や木工教室を実施し

ており、高齢者のニーズに応じた介護予防・健康づくりを支援します。  
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基基本本目目標標３３  地地域域ででのの安安心心ししたた暮暮ららししをを支支ええるる体体制制づづくくりり  

  

（（１１））市市民民とと地地域域、、行行政政のの共共生生にによよるる生生活活支支援援体体制制のの充充実実  

地域住民や地域の多様な主体が、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながること

で、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域とともにつくっていく「地域共生社会」を

目指します。 

高齢者の多くは、住み慣れた自宅や地域での継続的な暮らしを希望しており、在宅生活

を支える介護サービスの充実や、地域での見守り体制の拡充が求められています。 

また、地域の実情に応じて、多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供していく

ことが期待されるとともに、社会参加意欲のある団塊の世代が社会参加を通じて、元気な

高齢者が生活支援の担い手として活躍することも期待されます。 

  

アア  生生活活支支援援ササーービビススのの充充実実  

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯などの増加に伴い、見守り・安否確認、外出支

援、買い物・調理・掃除などの生活支援の需要が増加しており、今後も配食サービスや移

動スーパーなど生活支援サービスを担うＮＰＯ、民間企業、協同組合、ボランティア、社

会福祉法人等と連携を密にし、在宅での生活が継続できるよう支援します。 

また、このような生活支援サービスを充実していくため、サービス提供主体による定期

的な情報共有、連携強化の場となる協議体を設置し、さらに様々な生活資源をコーディネ

ートする生活支援コーディネーターの配置を図り、住み慣れた地域での継続的な生活支援

を図ります。 

さらに、地域での健康づくりの担い手としての食生活改善推進員やヘルスボランティア

の協力を得て、食生活に係る情報の伝達普及に努め、健康意識の啓発を図り、正しい生活

習慣の定着に努めます。 

  

イイ  地地域域にによよるる要要配配慮慮者者支支援援  

核家族化や高齢化が進む中でひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯は、ますます増加

していきます。これらの世帯には、地域の民生委員児童委員を中心に、地域福祉コーディ

項  目 令和元年度 目標(令和 5年度) 

庄川健康プラザ利用者数 32,486 人 33,500 人 

 

ウォーキングプール 16,543 人 17,000 人 

健康増進室 8,280 人  8,500 人 

機能訓練室 7,663 人 8,000 人 
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ネーター、ケアネットチームなどの関係者と連携した普段からの見守り体制の推進を図り

ます。 

このような中、新聞や生活物品を高齢者宅に配達した際、何らかの異変を察知した場合

に市に連絡が入る「砺波市地域見守り活動に関する協定」を新聞販売所等と締結するなど、

地域における見守り活動の輪が広がってきており、さらに地域での見守り体制の充実を図

ります。 

また、避難行動要支援者名簿及びマップを活用し、自主防災会、自治会、民生委員児童

委員の皆さんと連携して登録者の増加を図り、地域ぐるみで支援する体制を充実します。 

 ケアネット事業は、ひとり暮らし高齢者や、障がいをお持ちの方、子育て中のお母さん

などの支援を必要とする方を地域で支えあい、安心して暮らせる地域社会の実現を目的と

しています。見守り、話し相手、ごみ出し、除雪など必要な支援活動を行う「ケアネット

チーム」のさらなる拡充を図ります。  

  

項  目 令和元年度 目標(令和 5年度) 

ケアネットチーム数 228 チーム 240 チーム 

  

ウウ  外外出出ししややすすいいままちちづづくくりり  

核家族化やライフスタイルの変化に伴い、家族の支援が得られない高齢者が増加してい

ます。また、道路交通法の改正により運転免許の停止や取り消し処分が強化され、運転免

許を自主返納する高齢者が増加し、通院や買い物等、高齢者の移動する手段の確保は大き

な課題となっています。 

このような高齢者の交通手段のひとつである市営バスは、自由乗降区間の全路線への拡

大や市立砺波総合病院や商業施設などへの利便性向上を図るダイヤ改正をはじめ、デマン

ドタクシーの運行区域を拡大し、高齢者の日常生活の利便性や、足の確保を図っています。 

また、70 歳以上の高齢者が運転免許を自主返納した場合、タクシーの利用や福祉セン

ター利用券の購入ができる支援券等を交付する「高齢者運転免許自主返納支援事業」を引

き続き実施し、日常生活の利便性を確保するとともに、交通安全の広報活動を推進し、高

齢者の交通事故防止を推進します。 

また、三世代同居世帯において、75 歳以上の高齢者が 5 歳ごとの節目年齢を迎えた場

合、市内の宿泊施設等を利用できる「高齢者ちょっとねぎらい事業」の周知を図り、高齢

者の外出を促します。 
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エエ  高高齢齢者者がが互互いいにに支支ええああうう体体制制づづくくりり  

 生産活動の中心となる年代の人口構成比率は減少傾向にあり、元気な高齢者の方が、支

援を必要とする方や同じ世代内の方と支えあうことが、ますます求められています。 

 また、元気な高齢者をはじめとした地域住民がニーズに合った地域活動に参加し、支援

が必要な方を支えていくことができる場づくりや環境づくりを推進する「シニア元気あっ

ぷポイント事業」をさらに充実し、高齢者の活躍の場の拡充に努めます。 

 

オオ  家家族族介介護護のの支支援援  

 本市は共働き率が高く、介護者が仕事や家事を両立しながら高齢者の介護を行うといっ

た状況が見られます。また、高齢者夫婦のみの世帯も増加しており、高齢者が高齢者を介

護する「老老介護」という状況も見られます。このような中では、介護疲れやストレスか

ら高齢者の虐待につながる可能性もあり、在宅介護を継続していくためには、介護保険サ

ービスや高齢者福祉サービスの利用のみならず、介護者の心身両面の負担軽減を図る支援

が必要となっています。 

 このため、在宅で介護している家族の方を対象に、介護方法や介護予防等の知識・技術

を学ぶ家族介護教室や、認知症の人や家族が、同じ立場で理解し合える「認知症カフェ」

を充実させ、同じ悩みを共有することで、孤独感を解消し家族介護の負担軽減を図ります。 

 また、在宅の重度の要介護高齢者を介護している三世代同居家族に対し、介護保険のシ

ョートステイの利用者負担分の一部を助成する「介護者もちょっと一息事業」を周知し、

介護者の心身の疲労等の軽減を図ります。  

  

（（２２））  いいききいいきき百百歳歳体体操操ググルルーーププ等等のの介介護護予予防防活活動動のの推推進進 

 高齢者が介護サービスを必要としない生活を送るためには、その原因となる骨折や骨関

節疾患などの運動器疾患の予防に向け、歩行に必要な筋肉を付けることが効果的であり、

住み慣れた地域でいつまでも元気で生活することできるよう、住民主体の介護予防の取組

である「いきいき百歳体操」を推進します。 

地区の公民館などで、「いきいき百歳体操」の実施を希望される場合には定期的に講師を

派遣するなど、グループの育成を支援します。 

また、「いきいき百歳体操」による住民主体の集いの場が継続されるよう、体操参加者が

互いの活動について情報交換する交流会の開催を今後も継続します。 

さらに、令和元年度から「ほっとなみずっと元気プラン事業」を実施し、必要な方を柔

道整復師会による「いきいき元気教室」など短期集中予防サービスにつなげることで、運

動機能の向上が図られるように支援します。 

また、集いの場を活用して、運動だけではなく口腔機能の向上や栄養改善等の知識を普

及して、広く介護予防に取り組むことができるよう支援していきます。 
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項  目 令和元年度 目標(令和 5年度) 

いきいき百歳体操グループ数 86 グループ 110 グループ 

いきいき百歳体操登録者数 1,573 人 1,800 人 

  

（（３３））包包括括的的なな相相談談支支援援体体制制等等のの構構築築にによよるる地地域域共共生生社社会会づづくくりり  

 人口減少、家族・地域社会の変容などにより、高齢者・障がい者・子どもを対象とした

生活課題や複合的な課題を抱える世帯への対応など困難事例が増加しています。 

多岐にわたる相談をワンストップで「丸ごと」相談できる窓口体制や砺波医師会・砺波

市社会福祉法人連絡会・地域包括支援センターの専門職による「在宅医療・介護・福祉ま

るごと相談会（在宅医療・介護・障がい・子育て等のあらゆる相談に対応可能）」をさら

に充実し、総合的サービスの支援を図ります。 
加えて、高齢者等が安心して暮らし続けられることができるよう、地域住民による見守

りや助け合いを行うケアネット活動と、共生型サービスを提供する富山型デイサービスな

どが連携し、地域の要支援者に切れ目なくサービスを提供するとともに、必要な支援につ

ながっていない高齢者等や支援が途絶えている高齢者等を把握し、必要な支援につなげま

す。 

こうした取組を通じ、「他人事」になりがちな地域課題を、地域住民や多様な主体が「我

が事」として取り組める地域共生社会づくりを図ります。 
  

（（４４））「「在在宅宅」」、、「「施施設設」」ののババラランンススののととれれたた介介護護ササーービビススのの適適正正なな配配置置  

地域包括ケアシステムの推進に向け、在宅サービスの充実を図るため、「通い」「訪問」

「泊まり」の３つのサービスが受けられる小規模多機能型居宅介護を日常生活圏域に１か

所ずつ整備してきたところです。 

また、ライフスタイルの変化に伴い、介護保険のサービスを利用しながら居住できる有

料老人ホーム等の整備も進み、住み慣れた地域における多様な住まいの確保が図られてき

ています。 

 

アア  在在宅宅ササーービビススのの充充実実 

在宅介護を継続する上で、在宅酸素療法やストマ等の医療ニーズの高い要介護者への支

援の充実を図るため、これまでの小規模多機能型居宅介護に加え、訪問看護が受けられる、

複合型サービス「看護小規模多機能型居宅介護」の整備について検討を進めます。 

また、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、定期巡回型訪問

と随時の対応が可能な「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」体制について、引き続き検

討を進めます。 
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イイ  介介護護職職員員のの確確保保  

 高齢者人口の増加とともに介護サービスの需要は増加していますが、介護人材が不足し

ている状況も続いています。引き続き、介護職員初任者研修課程修了者に対し、研修受講

料の一部について助成する「砺波市介護職員初任者研修費助成事業」や富山県社会福祉協

議会が実施している、離職した介護職員を介護現場に呼び戻す「再就職準備金の貸付制度」

の啓発を図り、市内の介護・福祉施設の職員確保を図っていきます。 

また、介護職員の負担軽減や職場環境、処遇改善に向け、国や県の交付金等の活用や保

険者である砺波地方介護保険組合と連携を図りながら、引き続き介護人材の離職防止に向

けた取組を実施します。 

 

ウウ  高高齢齢者者のの住住ままいいのの場場所所のの確確保保  

 近年、核家族化やライフスタイルの変化に伴い、介護サービスを利用しながら生活する

ことができる有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が選択肢のひとつとして利

用されるケースが増えてきました。有料老人ホーム等が提供するサービスの多くは、事業

者と入居者との契約となることから、施設との情報共有を図り、入居者が安心して生活を

送ることができるよう連携を図っていきます。 

また、高齢者のみ世帯・ひとり暮らし高齢者世帯は増加しており、これに伴い空き家の

増加が予測されます。今は人が住んでいるが、今後、家屋を空き家としない取組が必要で

あり、所有者や市民意識の醸成や啓発を図っていきます。 

 

（（５５））災災害害やや感感染染症症対対策策にに係係るる体体制制のの整整備備 

 近年の災害の発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、市内の介護・福

祉施設等と連携した災害・感染症発生時の支援・応援体制の整備が重要になってきます。  

日頃から防災や感染症対策についての周知啓発、研修、訓練等を、国、県、関係団体等

と連携を図りながら実施します。  

また、生活の維持に向けて、介護・福祉施設等の運営継続や支援を必要とする高齢者等

への対応などについて、関係団体等と連携しながら、速やかに適切な対応を行います。  

  

アア  避避難難行行動動要要支支援援者者対対策策のの推推進進  

  災害時に要支援高齢者等が適切に避難できるよう、災害時の避難等に特に支援を要する

高齢者等の名簿情報を関係機関等と共有し、災害時発生時において、地域住民が協力して

避難誘導や安否確認が行える支援体制づくりが求められます。 

 引き続き、避難行動要支援登録制度の周知を図り、登録者の増加を目指すほか、市民に

個別支援計画の必要性も併せて周知し、計画作成に努めます。  
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項  目 令和元年度 目標(令和 5年度) 

避難行動要支援者登録率 48.1％ 60.0％ 

  

イイ  介介護護施施設設等等のの避避難難確確保保対対策策のの支支援援  

水防法及び土砂災害防止法の一部が改正され、市町村地域防災計画に記載される「洪水

や土砂災害のリスクが高い区域に位置する要配慮者利用施設」の管理者に対して、洪水や

土砂災害を想定した避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務付けられました。  

本市では、「砺波市洪水ハザードマップ」、「砺波市土砂災害ハザードマップ」を見直すと

ともに、砺波市地域防災計画に基づき、要配慮者利用施設として指定する洪水想定区域・

土砂災害警戒区域内にある介護施設等に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施に

ついて支援します。  

  

ウウ  福福祉祉避避難難所所のの確確保保  

市内の社会福祉法人等と連携を図り、災害時における福祉避難所の確保に努め、要介護

高齢者等が安心して避難できる体制の充実を図ります。  

  

エエ  感感染染症症対対策策のの推推進進  

  新型コロナウイルス等感染症の防止のため、介護施設等における感染症対策についての

周知啓発を図るとともに、感染症発生時に必要な衛生用品等の物資についての備蓄・調達・

輸送体制の整備など、関係機関等が連携した感染症発生時の支援体制の構築に努めます。 

 また、３密を避ける生活など「新しい生活様式」の啓発を行い、高齢者やその家族が、

正しい知識を持ち、感染防止を行いながら人との関わり（交流）を保ち孤立化を防ぐため

の取組を推進します。 
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第第６６章章  22002255 年年・・22004400 年年をを見見据据ええたた第第８８期期計計画画介介護護ササーービビスス量量等等のの  

見見込込みみ  
 
１１  被被保保険険者者数数等等のの見見込込みみ  

 平成 27 年は総務省の国勢調査、令和２年以降は国立社会保障・人口問題研究所の「日本

の地域別将来推計人口（平成 30年（2018）年推計」を基に推計しています。 

 第１号被保険者数となる高齢者人口は年々増加しています。 

  

  

資料：砺波地方介護保険組合  

  

国勢調査

平成27年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和7年 令和22年

49,000 48,369 48,167 47,964 47,764 47,359 43,262

40歳未満 18,928 17,308 17,105 16,902 16,701 16,295 13,816

40-64歳 16,174 16,107 16,060 16,012 15,967 15,872 12,841

65-69歳 3,981 3,293 3,180 3,068 2,955 2,730 3,816

70-74歳 2,847 3,849 3,716 3,582 3,449 3,182 3,060

75-79歳 2,285 2,654 2,842 3,030 3,219 3,595 2,570

80-84歳 2,187 2,025 2,095 2,165 2,234 2,374 2,267

85-90歳 1,584 1,726 1,701 1,676 1,650 1,600 2,202

90歳以上 1,014 1,407 1,468 1,529 1,589 1,711 2,690

30,072 31,061 25,798 25,692 31,063 31,064 29,446

13,898 14,954 15,002 15,050 15,096 15,192 16,605

前期高齢者 6,828 7,142 6,896 6,650 6,404 5,912 6,876

後期高齢者 7,070 7,812 8,106 8,400 8,692 9,280 9,729

28.4% 30.9% 31.1% 31.4% 31.6% 32.1% 38.4%

推　　　計　　　値

総人口

40歳以上

高齢者人口

高齢化率
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見見込込みみ  
 
１１  被被保保険険者者数数等等のの見見込込みみ  

 平成 27 年は総務省の国勢調査、令和２年以降は国立社会保障・人口問題研究所の「日本

の地域別将来推計人口（平成 30年（2018）年推計」を基に推計しています。 

 第１号被保険者数となる高齢者人口は年々増加しています。 

  

  

資料：砺波地方介護保険組合  

  

国勢調査

平成27年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和7年 令和22年

49,000 48,369 48,167 47,964 47,764 47,359 43,262

40歳未満 18,928 17,308 17,105 16,902 16,701 16,295 13,816

40-64歳 16,174 16,107 16,060 16,012 15,967 15,872 12,841

65-69歳 3,981 3,293 3,180 3,068 2,955 2,730 3,816

70-74歳 2,847 3,849 3,716 3,582 3,449 3,182 3,060

75-79歳 2,285 2,654 2,842 3,030 3,219 3,595 2,570

80-84歳 2,187 2,025 2,095 2,165 2,234 2,374 2,267

85-90歳 1,584 1,726 1,701 1,676 1,650 1,600 2,202

90歳以上 1,014 1,407 1,468 1,529 1,589 1,711 2,690

30,072 31,061 25,798 25,692 31,063 31,064 29,446

13,898 14,954 15,002 15,050 15,096 15,192 16,605

前期高齢者 6,828 7,142 6,896 6,650 6,404 5,912 6,876

後期高齢者 7,070 7,812 8,106 8,400 8,692 9,280 9,729

28.4% 30.9% 31.1% 31.4% 31.6% 32.1% 38.4%

推　　　計　　　値

総人口

40歳以上

高齢者人口

高齢化率
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２２  要要介介護護認認定定者者数数のの見見込込みみ  

  将来人口の推計結果と要介護等認定者の過去の推移から将来の要介護等認定者数を推

計すると以下のとおりとなります。高齢者人口の増加に伴い要介護等認定者は、令和 2 年

の 2,616 人から令和 22年度には 3,196 人に増加すると推計されます。 

  

  

 
資料：砺波地方介護保険組合（各年 9月末現在） 

 

平成30年度
(2018)

令和元年度
(2019)

令和2年度
(2020)

令和3年度
(2021)推計

令和4年度
(2022)推計

令和5年度
(2023)推計

令和7年度
(2025)推計

令和22年度
(2040)推計

要支援1 211 227 209 213 216 218 222 243

要支援2 272 294 253 259 259 262 265 292

要介護1 600 567 558 568 576 584 598 674

要介護2 503 505 510 515 522 529 544 624

要介護3 423 421 457 467 472 480 492 583

要介護4 364 364 336 334 339 344 353 422

要介護5 296 285 293 295 299 303 311 358

計 2,669 2,663 2,616 2,651 2,683 2,720 2,785 3,196

（単位：人）
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８８  第第１１号号被被保保険険者者のの保保険険料料基基準準額額  

 砺波地方介護保険組合により、国が示した手法に準じて推計（算定）された、第８期に

おける第１号被保険者の保険料基準額は、以下のとおりです。 
  

１１号号被被保保険険者者保保険険料料のの所所得得段段階階別別区区分分  

区 分 対 象 者 負担割合 

第１段階 

生活保護の受給者 

本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 

本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所

得金額＋課税年金収入額の合計が８０万円以下の方 

軽減後基準額 

×０．３０ 

（基準額×０．５０） 

第２段階 

本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所

得金額＋課税年金収入額の合計が８０万円を超え１２０万

円以下の方 

軽減後基準額 

×０．３５ 

（基準額×０．６０） 

第３段階 
本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所

得金額＋課税年金収入額の合計が１２０万円を超える方   

軽減後基準額 

×０．６５ 

（基準額×０．７０） 

第４段階 

本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税の方がおり本人の

前年の合計所得金額＋課税年金収入額の合計が８０万円以

下の方 

基準額×０．９０ 

第５段階 

本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税の方がおり本人の

前年の合計所得額＋課税年金収入額の合計が８０万円を超

える方 

基準額×１．００ 

第６段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万円未満

の方 
基準額×１．２０ 

第７段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万円以上

２１０万円未満の方 
基準額×１．３０ 

第８段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が２１０万円以上

３２０万円未満の方 
基準額×１．５０ 

第９段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が３２０万円以上

の方 
基準額×１．７５ 

保保険険料料基基準準額額（（月月額額））のの算算定定  
①保険料収納必要額 10,284,861,318 円 

②予定保険料収納率 99.50％ 

③被保険者数（所得段階加入割合補正後） 141,212 人 

④保険料（年額）      ④=①÷②÷③ 73,200 円 

⑤保険料基準額（月額）    ⑤=④÷12 66,,110000 円円  

資料：砺波地方介護保険組合 
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第第７７章章  計計画画のの推推進進体体制制  
 

１１  計計画画のの推推進進体体制制  

 本計画の様々な施策の推進にあたっては、行政だけでなく、市民・企業・サービス事

業者・地域・関係団体等との協働のもと、相互が連携し、一体となった取組が重要とな

ります。 

 本市では、市民福祉の基本理念の実現のため、保健・医療・福祉関係者で構成する「砺

波市福祉計画策定委員会」を設置するとともに、同委員会の下に設置された「策定幹事

会」で計画の策定及び改定に関する事項について審議しています。 

 今後も高齢者保健福祉計画の進捗状況の把握や評価を行うとともに、市民生活の視点

から施策の総合調整を行います。 

  

２２  推推進進体体制制ににおおけけるる役役割割  

（（１１））市市民民のの役役割割  

 生活習慣の改善や生活習慣病の予防に取り組むとともに、一人ひとりが自分にあった

健康づくりを行い、また、日常生活に「新しい生活様式」を取り入れながら、新型コロ

ナウイルス等感染の防止を図り、介護を必要としない状態で生活できるよう日々の取組

が重要となります。 

 また、これまでの培ってこられた経験を活かして地域での役割を持って、行動するこ

とが結果的に介護予防・フレイル予防となり、人と関わり合う社会的なつながりを持つ

ことになります。 

 

（（２２））地地域域のの役役割割  

高齢者の多くは、住み慣れた自宅や地域での継続的な暮らしを希望しており、在宅生

活を支える介護予防サービスの充実が求められています。 

このため、要介護者や認知症高齢者、ひとり暮らし高齢者等が増加傾向にあることを

見据え、可能な限り住み慣れた地域で継続した生活を送ることができるよう介護サービ

スだけではなく、本市ならではの地域力により、生活支援体制の充実を図り、高齢者を

互いに支えあう体制づくりを推進します。 

 

（（３３））事事業業者者のの役役割割  

介護サービス事業者は、利用者の心身の状況等に応じた適切かつ質の高いサービス提

供を行うとともに、自らが、サービス内容の情報提供、サービスの質の評価、資質向上

のための研修会を実施するほか、福祉サービス第三者評価や介護サービス情報の公表制

度の積極的な活用や、利用者の苦情相談に対する迅速かつ適切な対応などを通じ、常に

利用者の立場に立ったサービス提供に努める必要があります。また、在宅介護の推進や

サービスの質の向上に向けて、事業者間の相互連携、サービス相談、人材育成、良質な
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介護技術の普及について努める必要があります。 

また医療機関等は、健康診査や特定健康診査などによる疾病の早期発見・早期治療や

在宅医療の推進など地域医療の重要な役割を担っています。 

 

（（４４））行行政政のの役役割割 

施策実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症への対応として厚生労働省が示し

た「新しい生活様式」により、どのような活動が可能であり、効果的なのか検討し、関

係機関と連携して、施策に取り組みます。また、本計画策定後は、計画に沿った施策展

開が円滑に行われるよう、高齢者のニーズや活用できる地域資源を適宜把握し、庁内各

部署及び砺波地方介護保険組合との連携を図りながら、計画の進行を管理、検証する必

要があります。 

 そこで、計画の進捗状況を把握するとともに、次期計画の見直し時期には、本計画の

達成状況の点検・分析・評価などを実施します。 

 

３３  各各種種施施策策ととのの連連携携  

介護保険法や医療法の改正等により、高齢者に関する医療・保健・福祉・介護等の施

策のあり方が変化しており、これらの施策間の相互連携がこれまで以上に必要となって

います。 

また、高齢者を取り巻く環境は多岐にわたっており、地域での自立した生活を支援し

ていくため富山県、砺波厚生センター、砺波地方介護保険組合とより密接な連携を図り

ながら事業実施に努めます。 
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第第８８章章  参参考考資資料料  

 

１１  計計画画策策定定経経過過 

令和 2年 10月 22 日 第１回砺波市福祉計画策定幹事会（以下「策定幹事会」

という。）を開催  

令和 2年 11月 27 日 第１回砺波市福祉計画策定委員会（以下「策定委員会」

という。）を開催  

令和 2年 12月 18 日 第２回策定幹事会を開催  

令和 3年 1 月 15 日 第２回策定委員会を開催 

令和 3年 2 月 1 日 パブリックコメント実施  

～2 月 15 日    

  

  

２２  策策定定委委員員等等名名簿簿  

（（１１））策策定定委委員員（（順順不不同同））  

役 職 所     属 役職等 氏 名 
委員長 

（第 2号委員） 砺波市老人クラブ連合会 会 長 平井 宗壽 
委 員 

（第 1号委員） 富山県砺波厚生センター 所 長 垣内 孝子 
委 員 

（第 1号委員） 砺波地方介護保険組合事務局業務課 課 長 居島ゆかり 
委 員 

（第 2号委員） 砺波市地区自治振興会協議会 会 長 井上五三男 
委 員 

（第 2号委員） 砺波市ボランティア連絡協議会 会 長 清澤百合子 
委 員 

（第 3号委員） 社会福祉法人砺波市社会福祉協議会 会 長 老   健 
委 員 

（第 3号委員） 砺波市民生委員児童委員協議会 会 長 小森 兼重 
委 員 

（第 3号委員） 砺波市ヘルスボランティア連絡会 副会長 大澤 晴美 
委 員 

（第 3号委員） 
富山型デイサービス代表 
「砺波地域福祉事業所大空と大地のぽぴー村」 所 長 宮崎 弘美 

委 員 
（第 3号委員） 

施設サービス事業者代表 
介護老人福祉施設「砺波ふれあいの杜」 施設長 浜崎 浩至 

委 員 
（第 3号委員） 

介護・介護予防サービス事業者代表 
「宗教法人善福寺デイサービス聚楽」 代 表 髙橋香代子 

委 員 
（第 3号委員） 居宅介護支援事業者連絡会 理 事 石丸友里江 

委 員 
（第 4号委員） 砺波市小・中学校長会 代 表 広橋 里志 

委 員 
（第 5号委員） 砺波医師会 代 表 福井 靖人 

委 員 
（第 5号委員） 砺波市歯科医師会 会 長 田守 徳樹 

委 員 
（第 6号委員） 公募委員  今井 智子 
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（（２２））幹幹事事会会委委員員 
№ 所属・職名 氏 名 

1 副市長 齊藤 一夫 

2 福祉市民部長 黒河 英博 

3 企画調整課長 高畑 元昭 

4 総務課長 坪田 俊明 

5 社会福祉課長 袴谷 敏実 

6 高齢介護課長・地域包括支援センター所長 島田 達男 

7 健康センター所長 中田  実 

8 庄川健康プラザ所長 川島ひとみ 

9 市民課長 松澤由美子 

10 生活環境課長 安地  亮 

11 商工観光課長 大浦 信雄 

12 土木課長 栄前田龍平 

13 都市整備課長 金森賢一郎 

14 教育総務課長 河合  実 

15 こども課長 横山 昌彦 

16 生涯学習・スポーツ課長 三井 康司 

17 総合病院総務課長 嶋村  明 

18 砺波市社会福祉協議会総務課長・地域福祉課長 藤森 俊行 

  

  

３３  砺砺波波市市福福祉祉計計画画策策定定委委員員会会設設置置要要綱綱  

(設置) 

第１条 この要綱は、砺波市地域福祉計画、砺波市高齢者保健福祉計画及び砺波市障害

者福祉計画(以下「福祉計画」という。)の策定に当たり、その過程において幅広く関

係者の意見等を反映させることにより、地域の特性に応じた事業展開に資するため、

砺波市福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第２条 委員会は、福祉計画の策定に関し、必要に応じ市長に提言を行うものとする。   

(組織) 

第３条 委員会は、１６名以内の委員をもって組織する。 

(委員) 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる者で構成し、市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 市民団体の関係者 
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(３) 福祉団体の関係者 

(４) 教育の関係者 

(５) 医療の関係者 

(６) その他市長が必要と認める者 

(委員の任期） 

第５条 委員の任期は、福祉計画の策定の日までとする。 

(運営) 

第６条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

５ 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。 

(庶務) 

第７条 委員会の庶務は、福祉市民部社会福祉課及び高齢介護課において処理する。 

(その他) 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 

附 則 

 この要綱は、平成１７年９月２７日から施行する。 

附 則（平成２０年砺波市告示第５５号） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年砺波市告示第１１７号） 

この要綱は、平成２７年７月１３日から施行する。 

第 8章　参考資料

― 78 ―



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
  

砺砺波波市市高高齢齢者者保保健健福福祉祉計計画画  

（（第第８８期期計計画画）） 

 
令和 3 年 3 月発行 

 
編集・発行／砺波市福祉市民部 高齢介護課 

                〒939-1398 富山県砺波市栄町 7 番 3 号 
                電 話（0763）33-1328 
                ＦＡＸ（0763）33-7622 
                Ｅメール：kourei@city.tonami.lg.jp 
 

                                                                      
 



砺
波
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
（
第
８
期
計
画
）	

令
和
３
年
３
月�

砺

波

市




